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この原子力事業者防災業務計画(以下「この計画」という。)は、原子力災害対策特別措

置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)第7条第1項の規定に基づき、

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)高速増殖原型炉

もんじゅ(以下「もんじゅ」という。)における原子力災害事前対策、緊急事態応急対策及

び原子力災害中長期対策その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、並びに原子力災害

の復旧を図るための業務を定め、原子力災害対策の円滑かつ適切な措置の遂行に資するこ

とを目的とする。

第1節原子力事業者防災業務計画の目的

第1章 総則

この計画において炊に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1)原子力災害

原子力緊急事態により公衆の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。

(2)原子力緊急事態

原子力事業者の原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律

第147号)第2条第1項に規定する原子炉の運転等をいう。以下同じ。)により放射

性物質又は放射線が異常な水準で当該原子力事業者の原子力事業所外(原子力事業所

の外における放射性物質の運搬(以下「事業所外運搬」という。)の場合にあっては、

当該運搬に使用する容器外)へ放出された事態をいう。

(3)原子力災害事前対策

原子力災害の発生を末然に防止するため実施すべき対策(原子力災害が発生した際

に必要となる防災体制、資機材の整備等を含む。)をいう。

(4)原子力緊急事態宣言

原災法第15条第2項の規定による「原子力緊急事態宣言」をいう。

(5)原子力緊急事態解除宣言

原災法第15条第4項の規定による「原子力緊急事態解除宣言」をいう。

(田緊急事態応急対策

原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間におい

て、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止を図るため実施す

べき応急の対策をいう。

(フ)原子力災害中長期対策

原子力緊急事態解除宣言があった時以後において、原子力災害(原子力災害が生ず

る蓋然性を含む。)の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るため実施すべき対策(原

子力事業者が原子力損害の賠償に関する法律の規定に基づき同法第2条第2項に規

第2節定義



定する原子力損害を賠償するととを除く。)をいう。

(8)原子力事業者

次に掲げる者(原子力災害対策特別措置法施行令(平成12年政令第195号)で

定めるところにより、原子炉の運転等のための施設を長期間にわたって使用する予定

がない者であると原子力規制委員会が認めて指定した者を除く。)をいう。

イ核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第16

6号。以下「規制法」という。)第13条第1項の規定に基づく加工の事業の許可(承

認を含む。本節において同じ。)を受けた者

口規制法第23条第1項の規定に基づく原子炉の設置の許可 W舗凱こ設置する原子

炉についてのものを除く。)を受けた者

ハ規制法第43条の4第1項の規定に基づく貯蔵の事業の許可を受けた者

規制法第44条第1項の規定に基づく再処理の事業の指定(承認を含む。)を受け

た者(同条第3項の規定により再処理施設の設置について承認を受けた原子力機構

を含む。)

ホ規制法第51条の2第1項の規定に基づく廃棄の事業の許可を受けた者

へ規制法第52条第1項の規定に基づく核燃料物質の使用の許可を受けた者(同法

第56条の3第1項の規定により保安規定を定めなければならないこととされてい

る者に限る。)

(9)原子力事業所

原子力事業者が原子炉の運転等を行う工場又は事業所をいう。

(10)原子力防災管理者

原災法第9条第2項の規定に基づきもんじゅを統括管理するもんじゅ所長をいう。

(1D 指定行政機関

災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第2条第3

号に規定する機関をいう。

a2)指定地方行政機関

災対法第2条第4号に規定する機関をいう。

a3)関係周辺都道府県

もんじゅから30kmの区域内にあり、もんじゅ関する地域防災計画を有する滋賀

県及び岐阜県をいう。

a心関係周辺市町村

もんじゅからおおむね30kmの区域内にあり、もんじゅに関する地域防災計画を

有し、当該市町村の区域につきもんじゅの原子力災害の発生又は拡大防止を図ること

が必要であると所在都道府県知事又は関係周辺都道府県知事が認めた福井県の敦賀市

美浜町、南越前町、若狭町、小浜市、越前町、福井市、鯖江市、越前市、池田町及び

滋賀県の高島市、長浜市並びに岐阜県の揖斐川町をいう。

(15)緊急対策室

原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業

務計画等に関する命令(以下「原災法命令」という。)第2条第2項第1号に規定する、

原子力事業所の敷地内にあり、もんじゅ現地対策本部の活動拠点となる対策所として、



緊急事態応急対策および原子力災害中長期対策の実施を統括管理するための施設をい

つ。

(16)敦賀廃止措置実証本部緊急時対策室

緊急対策室が行う緊急事態応急対策および原子力災害中長期対策への助言、支援及

び指示を行うとともに、緊急対策室の活動を統括するための施設をいう

(17)機構本部緊急時対策室

原災法命令第2条第2項第3号に規定する原子力事業所災害対策の重要な事項に係

る意思決定を行い、かつ、緊急対策室において行う原子力事業所災害対策の統括管理

を支援するための施設(以下「原子力施設事態即応センター」という。)となる機構本

部の緊急対策室をいう。

(18)統合原子力防災ネットワーク

緊急時における情報連絡を確保するため、国が整備を行う、総理大臣官邸、原子力

規制庁および緊急事態応急対策等拠点施設を接続する情報通信ネットワーク(地上系

ネットワークおよび衛星系ネットワーク)をいう。

(19)テレビ会議システム

総理大臣官邸(内閣官房)、緊急時対応センター(原子力規制庁)、緊急事態応急対

策等拠点施設、原子力施設事態即応センターおよび緊急対策室を結ぶ、統合原子力防

災ネットワークに接続するテレビ会議システムをいう。

(2の原子力事業所災害対策支援拠点

原災法命令第2条第2項第2号に規定する原子力事業所災害対策の実施を支援する

ための原子力事業所の周辺の拠点をいう。

なお、周辺地域において、必要な機能をすべて満たすことができる施設が存在しな

い場合は、複数の施設を選定し対処する。

(21)原子力緊急事態支援組織

原災法命令第2条第2項第7号に規定する、放射性物質による汚染により原子力事

業所災害対策に従事する者が容易に立ち入ることができない場所において、当該対策

を実施するために必要な遠隔操作が可能な装置その他の資材または機材を管理し、原

子力災害が発生した事業所への支援を行う機構内組織をいう。

(22)シビアアクシデント

設計時に考慮した範囲を超える異常な事態が発生し、想定していた手段では適切に

炉心を冷却・制御できない状態になり、炉心溶融や原子炉格納容器の破損に至る事象

をし、う。

(23)緊急時活動レベノレ(EAL : Emergency Action L剖.D

国や地方公共団体が防護措置の準備や実施をするべく、原子力施設等の状況に応じ

て、緊急事態の区分を決定するための判断基準をいう。原子力事業者が観測可能な原

子力施設等の状況(プラントの状態等)で表される。

(24)警戒事象

その時点では公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のものではないが、原

子力施設等において特定事象又は緊急事態事象に至る可能性のある事象をいう。



原子力発電所の設計、建設、運転の各段階及び事業所外運搬においては、規制法、電気

事業法(昭和39年法律第170号)等による国の安全規制に基づき、多重防護等の考え

方により、各種の安全確保対策を講じている。

これらの安全確保対策とは別の観点から、万一、放射性物質又は放射線が異常な水準で

原子力発電所外(事業所外運搬の場合にあっては、当該運搬に使用する容器外)へ放出さ

れるか、又はそのおそれがある場合に備え、あらかじめ必要な措置を講じて霜くことが原

子力防災対策であり、原災法その他の原子力災害防止に関する法律に基づき、原子力災害

の発生を未然に防止するために万全の備えを講じておくとともに、原子力災害(原子力災

害が生ずる蓋然性を含む。)が発生した場合の拡大防止及び復旧を図るために実施すべき事

項について定めておく必要がある。

このため、原子力災害事前対策、緊急事態応急対策等(原災法第10条第1項に規定す

る通報、原災法第25条に規定する応急措置を含む。以下同じ。)、原子力災害中長期対策

の各段階における次の諸施策についてこの計画を定め、原子力防災対策の推進を図ること

とする。

第3節原子力事業者防災業務計画の基本構想

階段

原子力災害事前対策

緊急事態応急対策等

原子力災害中長期対

策

策施

周到かつ十分な事前対策を行うための体制の整備、原子力防災

資機材の整備、原子力防災教育及び原子力防災訓練の実施等

迅速かつ円滑な応急対策を行うための事象発生時の通報、原子

力防災体制の確立、情報の収集と伝達ゞ応急措置の実施、関係

機関への要員の派遣及ぴ資機材の貸与等

適切かつ速やかな原子力災害復旧対策を行うための計画の策

定、復旧対策の実施、被災地域復旧のための関係機関への要員

の派遣及び資機材の貸与等

この計画の運用に当たっては、原子力災害事前対策、緊急事態応急対策等及び原子力災

害中長期対策の各段階において、災対法に基づく次の諸計画と整合を図り、諸施策が一体

的かつ有機的に実施されるよう留意する。

(1)防災基本計画第12編原子力災害対策編

(2)福井県、敦賀市及び関係周辺都道府県の原子力災害に関する地域防災計画

(3)関係周辺市町村の原子力災害対策に関する地域防災計画

第4節原子力事業者防災業務計画の運用



(1)原子力防災管理者は、この計画が前節(2)の地域防災計画と抵触しないことにつ

いて、福井県、敦賀市及び関係周辺都道府県の意見も聴いた上で、毎年この計画に検

討を加え、必要があると認められるときは次の手順によりこれを修正する。

なお、原子力防災管理者は、修正の必要がない場合であってもその旨の意見を聴い

た地方公共団体及び原子力防災専門官に報告する。

修正案の作成に当たっては、この計画の修正案が地域防災計画に抵触するものでa.

ないことを確認し、原子力防災専門官の指導及び助言を受ける。

なお、環境放射線モニタリングに関する事項については、上席放射線防災専門官

の指導及び助言を受ける。

b.所定の手続きにより福井県知事、敦賀市長及ぴ関係周辺都道府県知事に、この計

画を修正しようとする日の60日前までに修正案を提出し協議する。また、この際

は、計画を修正しようとする日を明らかにする。

C.この計画を修正した場合、所定の手続きにより様式1-5-1を用いて、速やか

に内閣総理大臣及び原子力規制委員会に届け出るとともに、その要旨を公表する。

(2)原子力防災管理者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会、福井県知事、敦賀市長及

び関係周辺都道府県知事に対し、この計画の作成又は修正の状況について報告できる

よう、その履歴について保存しておく。

第5節原子力事業者防災業務計画の修正



1.体制の区分

(1)警戒体制

警戒事象が発生したとき、または原子力規制庁から警戒本部の設置について連絡を受

けたときは、要員参集、情報収集及び連絡体制の構築を図ることにより初期対応を確実

かつ円滑に行うため、警戒体制を設ける。

(2)原子力防災体制

原子力災害が発生するおそれがある場合又は原災法第10条第1項に基づく特定事象

が発生した場合に、事故原因の除去、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)

の拡大防止その他必要な活動を迅速かつ円滑に行うため、原子力防災体制を設ける。

第2章

第1節原子力防災体制等の整備

原子力災害事前対策の実施

2.原子力防災組織、原子力防災要員等

(1)もんじゅ

a.原子力防災管理者は、もんじゅに別図2-1-1に定める原子力防災組織を設置す

る。

b.原子力防災組織は、この計画に従い、原子力災害の発生又は拡大を防止するために

必要な業務を行う。

C.原子力防災管理者は、原子力防災組織の構成員から原子力防災要員を選任するもの

とし、その原子力防災要員は原子力災害が発生した場合、直ちに別表2-1-1に定

める業務を行う。

d、原子力防災管理者は、原子力防災要員を置いたとき又は変更したときは、所定の手

続きにより様式2-1-2を用いて、配置又は変更した日から7日以内に原子力規制

委員会、福井県知事、敦賀市長及び関係周辺都道府県知事に届け出る。

e.原子力防災管理者は、原子力防災組織の構成員のうちから、次の職務を実施するた

めの派遣要員をあらかじめ定めておくとともに、敦賀廃止措置実証本部からの派遣要

員を確認しておく。

(a)指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執

行機関の実施する緊急事態応急対策への協力

(b)指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執

行機関の実施する原子力災害中長期対策への協力

(C)他の原子力事業所及び事業所外運搬に係る緊急事態応急対策への協力

(2)敦賀廃止措置実証本部

a.敦賀廃止措置実証本部長は、別図2-2-2に定める敦賀対策本部を設置する。

b.敦賀対策本部の組織は、この計画に従い、敦賀廃止措置実証本部における緊急事態

応急対策活動を実施し、かつ原子力災害の発生又は拡大等を防止tるために、もんじ



ゆが行う対策活動を統括する。

敦賀廃止措置実証本部長は、原子力防災管理者が原子力防災体制を発令した場合、C.

指定行政機関及び指定地方行政機関並びに地方公共団体等と連携して、緊急事態応急

対策等を実施する。

(3)機構本部

a.安全・核セキュリティ統括部長は、別図2-2-3に定める機構対策本部の組織を

整備する。

b.機構対策本部の組織は、この計画に従い、本部における緊急事態応急対策活動を実

施し、かつ原子力災害の発生又は拡大等を防止するために、もんじゅが行う対策活動

及び敦賀廃止措置実証本部が行う活動を総理する。

0.理事長は、原子力防災管理者が原子力防災体制を発令した場合、指定行政機関及び

指定地方行政機関並びに地方公共団体等と連携して、緊急事態応急対策等を実施する。

3.原子力防災管理者、副原子力防災管理者の職務

(1)原子力防災管理者の職務は、次のとおりとする。

原子力防災組織の統括a.

b.原災法第10条第1項の規定による通報

C.原災法第25条第1項の規定による応急措置

d.第2章に規定する原子力災害事前対策の実施、第3章に規定する緊急事態応急対

策の実施等及び第4章に規定する原子力災害中長期対策の実施(a.からC.まで

の職務を除く。)

e.第5章に規定する他原子力事業所等への協力

f.その他法令で原子力防災管理者の職務として定める事項

(2)この計画において原子力防災管理者の職務として記載している事項については、あ

らかじめ定めるところにより他の者に実施させ、その結果の確認をもって原子力防災

管理者が実施したものとみなす。

(3)副原子力防災管理者の代行順位は、別表2-1-2のとおりとし、原子力防災管理

者を補佐する。また、原子力防災管理者によりあらかじめ指名された副原子力防災管

理者は、原子力防災管理者がもんじゅにいないときは原子力防災組織を統括する。

(4)副原子力防災管理者は、原子力防災管理者が欠けたときは、旅行又は疾病その他の

事故のためその職務を行うことができないときは、別表2-1-2の順位に従って原

子力防災管理者の職務を代行する。

(5)原子力防災管理者又は副原子力防災管理者を選任又は解任したときは、原子力防災

管理者は、所定の手続きにより様式2-1-3を用いて、選任又は解任した日から7

日以内に原子力規制委員会、福井県知事、敦賀市長及び関係周辺都道府県知事に届け

出る。

(6)原子力防災管理者は、他の原子力事業所において原子力災害が発生した場合、その

評価及び事象の原因究明結果を踏まえ、必要に応じ再発防止対策を講じることにより、

原子力災害の未然防止に努める。



1.体制の発令及び解除の方法

(1)戒体制の発令

a.もんじゅ

(a)第2章第1節1.(1)に基づく警戒体制の発令は、原子力防災管理者が行う。

(b)原子力防災管理者は、警戒体制を発令した場合、敦賀廃止措置実証本部長に報告

するとともに、直ちに別図2-1-1の原子力防災組織によるもんじゅ現地対策本

部を設置し、自らもんじゅ現地対策本部長としてもんじゅ現地対策本部を統括管理

する。

b、敦賀廃止措置実証本部

敦賀廃止措置実証本部長は、原子力防災管理者からもんじゅにおける戒体制の発

令を受けた場合、敦賀廃止措置実証本部における警戒体制を発令し、安全・核セキュ

リティ統括部長に報告するとともに、別図2-2-2に定める敦賀対策本部を設置し、

自ら敦賀対策本部長として敦賀対策本部を統括管理する。

C.機構本部

安全・核セキュリティ統括部長は、敦賀廃止措置実証本部長からもんじゅにおける

警戒体制の発令を受けた場合、本部における警戒体制を発令し、直ちに理事長に報告

するとともに別図2-2-3に示す機構対策本部を設置し、自ら機構対策本部長とし

て機構対策本部を統括管理する。

(2)警戒体制の解除

もんじゅa.

もんじゅ現地対策本部長は、次の場合、戒体制の解除について敦賀対策本部長に

意見を具申し、同意を得た後、機構対策本部長の了承を得て、警戒体制を解除するこ

とができる。

(a)発生した事象が終息、し、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同戒本部が設

置されている場合にあっては当該本部が廃止され、かつ、地方公共団体の戒本部

が廃止された後、設備等の復旧対策が終了して通常組織で対応可能と原子力防災管

理者が判断した場合。

(b)原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部が設置されていない場合にあ

つては、発生した事象が終息、し、設備等の復旧対策が終了して通常組織で対応可能

と原子力防災管理者が判断した場合。

b.敦賀廃止措置実証本部

敦賀対策本部長は、もんじゅ現地対策本部長から警戒体制の解除について意見具

(a)又は(b)の条件に合致していることを確認申を受けた場合、同項(2) a.

した上で同意し、機構対策本部長が警戒体制解除を了承した後、敦賀廃止措置実証

本部における警戒体制を解除する。

C.機構本部

機構対策本部長は、もんじゅ現地対策本部長から警戒体制の解除について上申が

第2節原子力防災組織の運営方法



あった場合、同項(2) a.(a)又は(b)の条件に合致していることを確認した

上で、通常組織で対応可能と判断した場合、戒体制解除を了承し、本部における

警戒体制を解除する。

(3)原子力防災体制の発令

もんじゅa.

(a)第2章第1節1.(2)に基づく原子力防災体制の発令は、原子力防災管理者が行

つ。

(b)原子力防災管理者は、原子力防災体制を発令した場合、直ちに別図2-1-1の

原子力防災組織によるもんじゅ現地対策本部を設置し、自らもんじゅ現地対策本部

長としてもんじゅ現地対策本部を統括管理する。

b.敦賀廃止措置実証本部

敦賀廃止措置実証本部長は、原子力防災管理者からもんじゅにおける原子力防災体

制の発令を受けた場合、敦賀廃止措置実証本部における原子力防災体制を発令し、安

全・核セキュリティ統括部長に報告するとともに、別図2-2-2に定める敦賀対策

本部を設置し、自ら敦賀対策本部長として敦賀対策本部を統括管理する。

機構本部C.

安全・核セキュリティ統括部長は、敦賀廃止措置実証本部長からもんじゅにおける

原子力防災体制の発令を受けた場合、本部における原子力防災体制を発令し、直ちに

理事長に報告tる。報告を受けた理事長は、別図2-2-3に示す機構対策本部を設

置し、自ら機構対策本部長として機構対策本部を統括管理する。

(4)原子力防災体制の解除

a.もんじゅ

もんじゅ現地対策本部長は、次の場合、原子力防災体制の解除について敦賀対策本

部長に意見を具申し、同意を得た後、機構対策本部長の了承を得て、原子力防災体制

を解除することができる。

(a)原子力緊急事態宣言が発出されていた場合にあっては、原子力緊急事態解除宣言

が公示され、かつ、原災法第22条で設置された地方公共団体の災害対策本部が廃

止された後、原子力災害中長期対策が終了して通常組織での対応が可能と判断した

場合。

(b)原子力緊急事態宣言が発出されていない場合にあっては、発生事象の原因除去及

び被害の拡大防止措置を講じ、原子力防災専門官の助言を受けて、第1章第4節(2)

及び美浜町の意見も聴いた上で、事象が収束したと判断した場合。

b.敦賀廃止措置実証本部

敦賀対策本部長は、もんじゅ現地対策本部長から原子力防災体制の解除について

意見具申を受けた場合、同項(4) 0.(幻又は化)の条件に合致していること

を確認した上で同意し、機構対策本部長が原子力防災体制解除を了承した後、敦賀

廃止措置実証本部における原子力防災体制を解除する。

C.機構本部

機構対策本部長は、もんじゅ現地対策本部長から原子力防災体制の解除について

上申があった場合、同項(4) (a)又は(b)の条件に合致していることを確a.



認した上で、通常組織で対応可能と判断した場合、原子力防災体制解除を了承し、

本部における原子力防災体制を解除する。

2.権限の行使

(1)もんじゅの緊急事態応急対策等の活動に関する一切の業務は、原子力防災体制が発

令された場合、もんじゅ現地対策本部の下で行う。

(2)もんじゅ現地対策本部長は、職制上の権限を行使して活発にこの計画に基づく緊急

事態応急対策等の活動を行う。ただし、権限外の事項であっても、緊急に実施する必

要のあるものにっいては、臨機の措置を講じることとする。なお、権限外の事項につ

いては、行使後速やかに所定の手続きをとるものとする。

(3)もんじゅ現地対策本部の要員は、もんじゅ現地対策本部長及び班長等の指揮の下で、

自己の属する班の業務、自己の役割,任務等に基づき緊急事態応急対策等の活動に従

事する。

3.要員の非常招集の方法

(1)もんじゅ

原子力防災管理者は、もんじゅにおける警戒体制発令時又は原子力防災体制発令時

に、別図2-1-1に定めるもんじゅ現地対策本部の要員を非常招集するため、別図

2-2-4に定める招集連絡経路を整備する。なお、原子力防災管理者は、あらかじ

めもんじゅ現地対策本部の要員の動員計画を策定し、これを原子力防災組織の構成員

に周知する。

(2)敦賀廃止措置実証本部

安全・品質保証室長は、もんじゅにおける警戒体制発令時又は原子力防災体制発令時

に、別図2-2-2に定める敦賀対策本部の要員を非常招集するため、別図2-2-4

に定める招集連絡経路を確保する。なお、安全・品質保証室長は、あらかじめ敦賀対策

本部の要員の動員計画を策定し、これを敦賀対策本部の構成員に周知する。

(3)機構本部

安全・核セキュリティ統括部長は、敦賀廃止措置実証本部からもんじゅの警戒体制

発令時又は原子力防災体制発令の連絡があった場合、別図2-2-3に定める機構対策

本部の要員を非常招集するため、別図2-2-4に定める招集連絡経路を整備する。な

お、安全・核セキュリティ統括部長は、あらかじめ機構対策本部の要員の動員計画を策

定し、これを機構対策本部の構成員に周知する。

4.通報連絡先の一覧表の整備

原子力防災管理者は、敦賀廃止措置実証本部長の協力を得て、通報連絡に万全を期す

ため次の通報連絡先の一覧表を整備しておく。

(1)別図2-2-5に定める警戒事象に基づく通報時の連絡

(2)別図2-2-6に定める警戒体制及び原子力防災体制発令時の連絡

(3)別図2-2-7に定めるもんじゅ現地対策本部が設置された後の連絡



(4)別図2-2-8及び別図2

絡

1.もんじゅ周辺監視区域(敷地境界)付近の放射線測定設備の設置、検査

(1)原子力防災管理者は、原災法第11条第1項に基づき別表2-3-3及び別図2

3-10に示す放射線測定設備(モニタリングポスト)を設置する。また、安全管理

課長は、あらかじめ定めるところにより次の措置を講じる。

0.検出部、表示及び記録装置その他の主たる構成要素の外観において放射線量の適

正な検出を妨げるおそれのない状態を維持する。

b.設置している地形の変化その他周辺環境の変化により、放射線量の適正な検出に

支障を生ずるおそれのない状態を維持する。

年1回以上較正を行う。C.

d.故障等により監視不能となった場合は、速やかに修理するとともに、必要に応じ

て代替手段での測定を実施する。

(2)原子力防災管理者は、放射線測定設備を新たに設置したとき又は変更したときは、

所定の手続きにより様式2-3-4を用いて、設置又は変更した日から7日以内に内

閣総理大臣、原子力規制委員会、福井県知事、敦賀市長及ぴ関係周辺都道府県知事に

届け出る。

(3)原子力防災管理者は、放射線測定設備を新たに設置したとき又は変更したときは、

所定の手続きにより原子力規制委員会に申請し、原子力規制委員会が行う検査を受け

る。

(4)安全管理課長は、放射線測定設備により測定した放射線量の数値を記録計により記

録し、計画管理課長は、 1年間保存する。また、計画管理課長は、この記録に基づい

た放射線量の数値を公衆が閲覧できる方法で公表する。

第3節放射線測定設備及び原子力防災資機材の整備

2-9に定める原災法第10条第1項に基づく通報連

2.原子力防災資機材の整備

(1)原子力防災管理者は、原災法に定められた原子力防災資機材として別表2-3-4

に定める資機材を確保するとともにもんじゅ各課長に炊の措置を講じさせる。

a.定期的に保守点検を行う。なお、点検内容等はあらかじめ定めるところによる。

b.不具合が認められた場合には、速やかに修理するか、又は代替品を補充すること

により必要数量を確保する。

C.関係機関等へ迅速かつ的確な通報連絡ができるよう、非常用通信機器の機能向上

に努める。

(2)原子力防災管理者は、原子力防災資機材を備え付けたときは、所定の手続きにより

様式2-3-5を用いて、備え付けた日から7日以内に内閣総理大臣、原子力規制委

員会、福井県知事、敦賀市長及び関係周辺都道府県知事に届け出る。また、原子力防

災管理者は毎年9月30日現在における備え付けの現況については翌月7日までに同



様に届け出る。

3.その他原子力防災関連資機材等の整備

原子力防災管理者は、前項に加え別表2-3-5に定める原子力防災関連資機材及び

別表2-3-6に定めるシビアアクシデント対策等に関する資機材については、別図2

3-11を目安に設置する。もんじゅ各室課長は、あらかじめ定めるところにより定

期的に保守点検を行い、不具合が認められた場合は、速やかに修理するか、あるいは代

替品を補充することにより必要数量を確保する。

1.緊急事態応急対策等拠点施設に備え付ける資料

原子力防災管理者は、原災法第12条第1項に規定する緊急事態応急対策等拠点施設

(福井県敦賀原子力防災センター。以下「原子力防災センター」という。)に備え付ける

ため、別表2-4-10に定める資料のうち、同条第4項に規定するものを所定の手続

きにより内閣総理大臣に提出するとともに、その資料の写しを福井県、敦賀市、美浜町

及び関係周辺都道府県に提出する。提出した資料の内容に変更があ0たときも、同様と

する。

2、もんじゅ現地対策本部が設置される場所に備え付ける資料

施設保安課長は、もんじゅ現地対策本部が設置される場所に、別表2-4-10に定

める資料を備え付ける。また、施設保安課長は、これらの資料についてあらかじめ定め

るところにより定期的に見直しを行う。

4.敦賀廃止措置実証本部における原子力防災関連資機材等の整備

安全・品質保証室長は、別表2-3-7に定める敦賀対策本部の原子力防災資機材を

確保する。

また、定期的に保守点検を行い、不具合が認められた場合は、速やかに修理するか、

あるいは代替品を補充することにより必要数量を確保する。

5.機構本部における原子力防災関連資機材等の整備

安全・核セキュリティ統括部長は、別表2-3-8に定める機構対策本部の原子力防

災資機材を確保する。

また、定期的に保守点検を行い、不具合が認められた場合は、速やかに修理するか、

あるいは代替品を補充することにより必要数量を確保する。

第4節緊急事態応急対策等の活動で使用する資料の整備

6.原子力事業所災害対策支援拠点における原子力防災関連資機材等の整備

安全・品質保証室長は、別表2-3-9に定める原子力防災関連資機材を確保する。

また、定期的に保守点検を行い、不具合が認められた場合は、速やかに修理するか

あるいは代替品を補充することにより必要数量を確保する。



敦賀対策本部が設置される場所に備え付ける資料

安全・品質保証室長は、敦賀対策本部が設置される場所に、別表2-4-11に定め

る資料を備え付ける。また、これらの資料について定期的に見直しを行う。

4.機構対策本部が設置される場所に備え付ける資料

安全・核セキュリティ統括部長は、機構対策本部が設置される場所に、別表2-4

12に定める資料を備え付ける。また、これらの資料について定期的に見直しを行う。

5 原子力事業所災害対策支援拠点が設置される場所に備え付ける資料

安全・品質保証室長は、原子力事業所災害対策支援拠点において使用する、別表2-4

13に定める資料を備え付ける。また、これらの資料について定期的に見直しを行う。

原子力規制庁緊急時対応センターが設置される場所に備え付ける資料

施設保安課長は、原子力規制庁緊急時対応センターにおいて使用する、別表2-4-

14に定める資料を備え付ける。また、施設保安課長は、これらの資料についてあらか

じめ定めるところにより定期的に見直しを行う。

1.もんじゅ現地対策本部

(1)原子力防災管理者は、別表2-5-16に示す施設を維持する。

(2)原子力防災管理者は、緊急対策室を地震等の自然災害が発生した場合においても、そ

の機能が維持できる施設とするため、別表2-5-16に示す仕様が維持されているこ

とを確認する。

(3)原子力防災管理者は、非常用電源を緊急対策室に供給可能なよう、点検・整備する。

(4)原子力防災管理者は、別表2-3-5に定める下記の設備について、あらかじめ定め

るところにより統合原子力防災ネットワークとの接続が確保できることを確認する。

①ファクシミリ、電話

②テレビ会議システム

③プラントデータ表示システム(以下「SPDS」という。)による国へのデータ伝

送機能

第5節緊急事態応急対策等の活動で使用する施設及び設備の整備、点検

集合・退避場所

施設保安課長は、別図2-5-12に定める場所に、その場所が集合・退避場所であ

ることを示す立て看板等を設置する。また、施設保安課長は、集合・退避場所を指定又

は変更したときは、関係者に周知する。



緊急処置施設等

管理課長は、別図2-5-13に示す場所に緊急処置施設として緊急処置室を、安全

管理課長は除染室を整備する。

4.気象観測設備

安全管理課長は、別図2-5-13に示す場所に設置した別表2-5-15の気象観

測設備をあらかじめ定めるところにより定期的に点検を行い、当該設備に不具合が認め

られた場合は速やかに修理する。

なお、気象観測設備の記録の取り扱いについては、あらかじめ定めるところによる。

9.機構対策本部

(1)安全・核セキュリティ統括部長は、別表2-5-18に示す施設を維持する。

(2)安全・核セキュリティ統括部長は、機構本部緊急時対策室を地震等の自然災害が発

5.プラントに係るデータ表示システム

施設保安課長は、もんじゅにおけるプラントに係るデータ表示システム(以下「SP

DS」という。)を整備し、不具合が認められた場合は速やかに修理する。

SPDSによる国へのデータ伝送

1)施設保安課長は、作業等により国が運用する緊急時対策支援システム(以下「ER

SS」という。)へのデータ伝送に支障がある場合は、必要な手続きを実施する。
なお、伝送に係る国との責任区分および伝送不具合時の対応については、あらかじ

め定めるところによる。

2)施設保安課長は、別表2-5-19に定めるデータをERSSに伝送するためのシ
ステムを整備し、定期的に点検を行い、不具合が認められた場合は速やかに修理する。

3)施設保安課長は、設置変更の許可に伴う設備の増設、その他原子力施設の状況に応
じて、 ERSSへ伝送しているパラメータがEALを判断するために必要かつ十分で
あるかを検討する。

※第2データセンターへの伝送は2018年度末までに開始する。

フ.所内放送装置等

管理課長は、もんじゅにおける所内放送装置を、施設保安課長は緊急招集システムを

電気保全課長は運転指令装置を整備し、不具合が認められた場合は速やかに修理する。

8.敦賀対策本部

(1)敦賀廃止措置実証本部長は、別表2-5-17に示す施設を維持する。

(2)安全・品質保証室長は、敦賀廃止措置実証本部緊急時対策室を地震等の自然災害が

発生した場合においても、その機能が維持できる施設とするため、別表2-5-17に

示す仕様が維持されていることを確認する。

(3)安全・品質保証室長は、非常用電源を敦賀廃止措置実証本部緊急時対策室に供給可

能なよう、点検・整備する。



生した場合においても、その機能が維持できる施設とするため、別表2-5-18に示

す仕様が維持されていることを確認する。

(3)安全・核セキュリティ統括部長は、非常用電源を機構本部緊急時対策室に供給可能

なよう、点検・整備する。

(4)安全・核セキュリティ統括部長は、別表2-3-8に定める以下の設備について、

統合原子力防災ネットワークとの接続(衛星回線経由による接続を含む)が確保できる

ことを確認する。

①ファクシミリ、電話

②テレビ会議システム

10.原子力事業所災害対策支援拠点

敦賀廃止措置実証本部長は、以下に示す機能を有する原子力事業所災害対策支援拠点

を別表2-5-20のとおりあらかじめ選定しておく。

(1)被ばく管理・入退域管理

(2)汚染検査(サーベイ)・除染

(3)車両や重機等の除染・汚染検査

(4)更衣及び使用済の防護服等の仮保管

(5)サイト等立入車両の駐車

(田物資輸送体制の整備

なお、もんじゅと原子力事業所災害対策支援拠点の位置を別図2-5-14に示す。

もんじゅにおける原子力防災教育

原子力防災管理者は、原子力防災組織の構成員に対し、原子力災害に関する知識及び

技能を習得し原子力災害対策活動の円滑な実施に資するため、次の項目について、別表

2-6-21に定める原子力防災教育を行う。また、原子力防災教育を実施後には評価

を行い、課題等を明らかにするとともに、必要に応じて教育内容等の見直しを行う。

(1)原子力防災体制及び組織に関する知識

(2)もんじゅ及び放射性物質の運搬容器等の施設又は設備に関する知識

(3)放射線防護に関する知識

(4)放射線及び放射性物質の測定機器並びに測定方法を含む防災対策上の諸設備に関す

る知識

(5)シビアアクシデントに関する知識

第6節原子力防災教育の実施

敦賀廃止措置実証本部における原子力防災教育

安全・品質保証室長は、敦賀対策本部の構成員に対し、原子力災害に関する知識及び

技能を習得し原子力災害対策活動の円滑な実施に資するため、別表2-6-22に定め



る原子力防災教育を行う。また、教育の実施後には評価を行い、課題等を明らか

とともに、必要に応じて教育内容等の見直しを行う。

本部における原子力防災教育

安全・核セキュリティ統括部長は、機構対策本部の構成員に対し、原子力災害に関す

る知識を習得し原子力災害対策活動の円滑な実施に資するため、別表2-6-23に定

める原子力防災教育を行う。また、教育の実施後には評価を行い、課題等を明らかにす

るとともに、必要に応じて教育内容等の見直しを行う。

1.もんじゅにおける訓練

(1)原子力防災管理者は、原子力防災組織の構成員等に対し、別表2-フ-24に定め

る原子力防災訓練を実施する。また、原子力防災訓練実施後には評価を行い、課題等

を明らかにするとともに、必要に応じてこの計画又は原子力防災訓練の実施方法等の

見直しを行う。

(2)原子力防災管理者は、訓練の実施にあたり策定した訓練計画について原子力防災専

門官の指導・助言を受ける。

(3)原子力防災管理者は、原子力防災訓練を実施した場合、地方公共団体と共同で実施

した訓練項目を除き、あらかじめ定めるところによりその結果を評価し、様式2-フ

-6により原子力規制委員会に報告するとともに、その要旨を公表する。

第7節原子力防災訓練の実施

国又は地方公共団体が主催する訓練

原子力防災管理者は、国又は地方公共団体が原子力防災訓練を実施するときは、訓練

計画策定に協力するとともに、訓練内容に応じて要員の派遣、資機材の貸与等も含め訓

練実施に参画する。

1.国との連携

(1)原子力防災管理者は、本部及び敦賀廃止措置実証本部と平常時から協調し、原子力

防災専門官及び国の機関との間で、原子力防災情報の収集・提供等、相互連携を図る。

(2)原子力防災管理者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会又は国土交通大臣から原災

法第31条に基づく業務の報告を求められた場合は、その業務について報告を行う。

(3)原子力防災管理者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会又は国土交通大臣から原災

法第32条に基づくもんじゅの立入検査を求められた場合は、その立入検査について

対応を行う。

(4)原子力防災管理者は、原子力防災専門官からこの計画及び原子力防災組織の設置そ

第8節関係機関との連携



の他原子力災害事前対策に関する指導及び助言があった場合は、速やかにその対応を

イテう 0

(5)原子力防災管理者は、原子力規制庁又は国士交通大臣から規制法第64条第3項に

基づく命令があった場合は、速やかにその対応を行う。

4.原子力緊急事態支援組織の体制及び運用

(1)安全・核セキュリティ統括部長は、別表2-8-25に定める原子力緊急事態支援

組織の支援を要請すべき事態が発生した場合に備え、平常時から当該支援組織との連

携を図っておく。

(2)安全・核セキュリティ統括部長は、別表2-8-25に定める原子力緊急事態支援

組織が保有する資機材、訓練計画・訓練場所・訓練頻度、副練内容等組織の管理・運

営に見直しの必要が生じた場合は、必要な協議を行う。

(3)原子力防災管理者は、原子力緊急事態支援組織の支援を要する事態の発生に備え、

平常時からロボット等必要な資機材の操作を行うための要員を育成しておく。

2.地方公共団体との連携

(1)原子力防災管理者は、敦賀廃止措置実証本部と平常時から協調し、福井県、敦賀市、

関係周辺都道府県及び関係周辺市町村との間で、原子力防災情報の収集・提供等、相

互連携を図る。なお、第2章第 1節2.(1) d.、第2章第1節3.(5)、第2章第

3節1.(2)及び第2章第3節2.(2)による届出を行うた場合は、美浜町に当該

届出に係る書類の写しを送付する。

(2)原子力防災管理者は、福井県、敦賀市、関係周辺都道府県及び関係周辺市町村から

放射線防護に関する教育講師の派遣その他原子力防災知識の啓発に関する要請があっ

たときには、協力する。

(3)原子力防災管理者は、福井県知事、敦賀市長又は関係周辺都道府県知事から原災法

第31条に基づく業務の報告を求められた場合は、その業務について報告を行う。

(4)'原子力防災管理者は、福井県知事、敦賀市長又は関係周辺都道府県知事から原災法

第32条に基づくもんじゅの立入検査を求められた場合は、その立入検査について対

応を行う。

防災関係機関等との連携

原子力防災管理者は、もんじゅと関係のある防災関係機関等(敦賀美方消防組合消防

本部、敦賀警察署、敦賀海上保安部その他関係機関)とはもんじゅにおける応急対策等

について連携を図るため、平常時から地域レベルの会議体等に参画し、原子力防災情報

の収集・提供等、相互連携を図る。



1.警戒体制及び原子力防災体制の発令等

(1)警戒体制

原子力防災管理者は、別表3-1-26に定める事象(戒事象)の発生について

通報を受け又は自ら発見したときは、若しくは原子力規制庁から戒本部の設置につ

いて連絡を受けたときは第2章第2節の方法により警戒体制を発令し、直ちに必要な

要員の招集及び様式3-1-7を用いて別図2-2-5に定める関係機関に連絡を行

つ。

また、当該事象発生の経過については、様式3-1-8を用いて別図2-2-5に

定める関係機関へ適切な間隔で継続して連絡を行う。

なお、第2章第1節1.(1)に基づく警戒体制において、別表3-1-26に定め

る「その他」の項目のうち、気象庁の情報等により清報入手可能な項目については、

この限りではない。

(2)原子力防災体制

0.原子力防災管理者は、別表3-1-27に定める事象(特定事象)の発生について

通報を受け又は自ら発見したときは、原子力防災体制を発令し、直ちにもんじゅ現地

対策本部の要員の非常招集及び別図2-2-8に定める関係機関に連絡を行う。なお、

原子力防災体制の発令の連絡は本節3.の通報をもって行う。

b.原子力防災管理者は、原子力防災体制を発令した場合、もんじゅ現地対策本部長と

して、もんじゅ現地対策本部の指揮を行う。

第3章緊急事態応急対策の実施等

第1節通報、報告等の実施

3.通報の実施

原子力防災管理者(もんじゅ現地対策本部を設置したときはもんじゅ現地対策本部長。

以下本章において同じ。)は、原災法第10条第1項に規定する別表3-1-27の事象

2.施設の立上げ

(1)原子力防災管理者は、警戒体制又は原子力防災体制を発令した場合は、情報班長に

もんじゅ現地対策本部及びテレビ会議システムの立上げを指示,、る。

(2)敦賀対策本部長は、もんじゅにおける戒体制又は原子力防災体制の発令の連絡を

受けた場合は、情報班長に敦賀対策本部及びテレビ会議システムの立上げを指示する。

(3)機構対策本部長は、もんじゅにおける警戒体制又は原子力防災体制の発令の連絡を

受けた場合は、,清報班長に機構対策本部及びテレビ会議システムの立上げを指示する。

(4)敦賀対策本部長は、もんじゅにおける原子力防災体制の発令の連絡を受けた場合は、

必要に応じて原子力事業所災害対策支援拠点の立上げを指示するとともに、要員の派

遣、資機材等の運搬及びその他必要な措置を指示する。



(特定事象)の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、様式3-1-9に

必要事項を記入し、 15分以内を目途として、別図2-2-8に定める通報(報告)経

路により内閣総理大臣、原子力規制委員会、福井県知事、敦賀市長、関係周辺都道府県

知事、原子力防災専門官及び各関係機関にファクシミリ装置を用いて同時に送信する。

さらに、その着信を確認する。また、あらかじめ定める関係機関への情報連絡を行う。

また、原子力防災管理者は、別表3-1-29に掲げるものの事業所外運搬(以下こ

の章及ぴ第4章において単に「運搬」という。)における別表3-1-27の事象(特定

事象)の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、様式3-1-10に必要

事項を記入し、 15分以内を目途として、別図2-2-9に定める通報(報告)経路に

より、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国士交通大臣、当該事象が発生した場所を管

轄する都道府県知事及び市町村長、原子力防災専門官並びに各関係機関にファクシミリ

装置を用いて送信する。さらに、その着信を確認する。また、あらかじめ定める関係機

関への情報連絡を行う。

4.情報の収集と報告

(1)もんじゅ現地対策本部長は、前項により通報(運搬に係るものを除く。)を行った場
/、、 SPDSによる原子力規制委員会へのデータ伝送状態に異常がないことを確認すロ、

る。

(2)もんじゅ現地対策本部情報班長は、事故状況の把握を行うため、次の情報を迅速か

つ的確に収集する。

a.事故の発生時刻及び場所

b.事故原因、状況及び事故の拡大防止措置

C.被ぱく及び障害等人身災害にかかわる状況

d.もんじゅ周辺監視区域境界付近における放射線及び放射能の測定結果

e.放出放射性物質の量、種類、放出場所及び放出状況の推移等の状況

f,気象状況

8.収束の見通し

h.その他必要と認める事項

(3)もんじゅ現地対策本部対外対応班長は、前号により収集した事故状況を様式3-1

11にまとめ、別図2-2-8に定める通報(報告)経路により内閣総理大臣、原

子力規制委員会、福井県知事、敦賀市長、関係周辺都道府県知事、原子力防災専門官

及び各関係機関(警戒体制時にあっては別図2-2-5)に適切な間隔で継続して報

告 (運搬にあっては、様式3-1-12に必要事項を記入し、男1」図2-2-9に定め

る通報(報告)経路により報告)するとともに、あらかじめ定める関係機関へ情報連

絡を行う。

(4)もんじゅ現地対策本部対外対応班長は、本章第1節から第3節に掲げる通報及び報

告を行った場合は、その内容を記録として保存する。



5.通話佑邨艮

もんじゅ現地対策本部総務班長は、緊急事態応急対策等の活動時の保安通信を確保す

るため、必要と認めたときは、通話制限その他必要な措置を講じるものとする。

原子力事業所災害対策支援拠点の活動

敦賀対策本部長は、第3章第1節2.(4)で設置した原子力事業所災害対策支援拠

点について、復旧作業における放射線管理の実施、復旧資機材の受入等、もんじゅにお

ける災害復旧作業の支援を指示する。

フ.他の原子力事業所等からの支援の要請

もんじゅ現地対策本部長は、第3章第1節3.の通報を実施した場合、以下の原子力

事業所等から次の支援を敦賀対策本部長に要請する。

(1)敦賀対策本部からの要員の派遣及び資機材の貸与

(2)あらかじめ関西電力株式会社、日本原子力発電株式会社及び当機構で定める若狭地

域原子力事業者支援連携本部からの要員の派遣及び資機材の貸与

(3)その他、必要に応じた外部関係機関への支援要請



1.応急措置の実施及び概要の報告

もんじゅ現地対策本部長は、本節2.から 12.(運搬にあっては本節14.)に掲げ

る応急措置の実施にあたり、優先順位を考慮して、措置内容及び実施担当者を明確にし

たうぇで、下記事項に関する措置の実施計画を策定する。

(1)施設や設備の整備及び点検

他)故障した設備等の応急復旧

(3)その他応急措置の実施に必要な事項

また、もんじゅ現地対策本部対外対応班長は、様式3-1-11にその概要を記入し、

別図2-2-8に定める通報(報告)経路により、内閣総理大臣、原子力規制委員会、

福井県知事、敦賀市長、関係周辺都道府県知事、原子力防災専門官及び各関係機関に適

切な問隔で継続して報告(運搬にあっては、様式3-1-12に必要事項を記入し、別

図2-2-9 に定める通報(報告)経路により報告)するとともに、あらかじめ定める

関係機関へ情報連絡を行う。

第2節応急措置の実施

2.退避誘導及びもんじゅ周辺監視区域内入域制限

(1)もんじゅ現地対策本部総務班長は、もんじゅ周辺監視区域(以下「もんじゅ施設」

という。)内の緊急事態応急対策等の活動に従事しない者及び来訪者等(以下「もんじ

ゆ退避者」という。)を退避させるため退避誘'員を配置し、その業務に当たらせる。

(2)もんじゅ現地対策本部総務班長は、もんじゅ退避者に対して所内放送装置又は運転

指令装置等により指定する集合・退避場所へ退避すること及びその際の防護措置を周

知する。

(3)もんじゅ現地対策本部長は、必要と認めたときはもんじゅ退避者をもんじゅ施設外

に退避させるよう指示する。なお、退避に当たっては関係機関と調整を行う。また、

この際、もんじゅ現地対策本部総務班長は、退避誘導班員にもんじゅ施設外へのもん

じゅ退避者の氏名を記録するよう指示する。

なお、もんじゅ退避者をもんじゅ施設外に退避させる場合には、もんじゅ現地対策本

部対外対応班長はその旨を直ちに福井県知事、敦賀市長、関係周辺都道府県知事、原

子力防災専門官及び各関係機関に連絡する。

(4)もんじゅ現地対策本部総務班長は、原子力防災体制発令中においては、もんじゅ施

設内への入域を制限するとともに、もんじゅ施設内における原子力災害対策活動に関

係のない車両の使用を禁止する。

3.放出放射能量の推定

(1)もんじゅ現地対策本部放射線管理班長は、もんじゅ施設内及びもんじゅ施設周辺の

放射線及び放射能の測定(以下「もんじゅ緊急時モニタリング」という。)を行う。

(2)もんじゅ現地対策本部放射線管理班長は、排気筒モニタのデータ等から外部へ放出

された放射性物質の量の評価を行う。



4.消火活動

もんじゅ現地対策本部消防班長は、速やかに火災の発生状況を把握し、安全を確保し

つっ迅速に初期の消防活動を行う。また、火災情報を受けた対外対応班長は消防署に火

災の現場状況等を速やかに連絡する。

5.原子力災害医療

(1)もんじゅ現地対策本部総務班長及び放射線管理班長は、負傷した者、放射線による

障害が発生した者又はそのおそれのある者(以下「負傷者等」巴いう。)がいる場合は、

負傷者等を可能な限り放射線による影響の少ない場所に速やかに救出し、必要に応じ

別図2-5-13に定める緊急処置施設に搬送する。

(2)もんじゅ現地対策本部総務班長及び放射線管理班長は、前号により搬送した負傷者

等に応急処置及び除染等の措置を講じる。また、もんじゅ現地対策本部総務班長は、

医療機関への移送及び治療の依頼の措置を講じる。この際、移送先の医療機関につい

ては、福井県の指示を受ける。

(3)もんじゅ現地対策本部総務班長は、負傷者等を医療機関へ移送する際に放射線物質

や放射線に対する知識を有し、線量評価や汚染の拡大防止措置が行える者を随行させ

る。

なお、随行者は、搬送機関及び医療機関に必要な情報を伝達するとともに負傷者等の

移送を行った救急車や処置を行0た医療機関の処置室等の汚染検査に協力し、その結

果をもんじゅ現地対策本部総務班長に連絡する。連絡を受けたもんじゅ現地対策本部

総務班長は、その旨を福井県に報告する。

(4)もんじゅ現地対策本部長は、もんじゅ現地対策本部の要員に対し心身の健康管理に

かかわる適切な措置を講じる。

二次災害防止に関する措置

もんじゅ現地対策本部総務班長は、医療機関への移送、治療や消防機関に消火活動を

依頼するとき及び救急隊、消防隊が到着したときに、事故の概要及び負傷者等の放射性

物質による汚染の状況等、二次災害防止のために必要な情報を伝達する等の措置を講じ

る。

フ.汚染拡大の防止及び防護措置

(1)もんじゅ現地対策本部放射線管理班長は、もんじゅ施設内での不要な被ばくを防止

するため、立ち入りを禁止する区域を標識により明示するほか、必要に応じ所内放送

装置又は運転指令装置等により周知する。また、応急対策を実施する場所において放

射性物質による汚染が確認された場合には、速やかに汚染の拡大防止及び放射性物質

の除去に努める。

(2)もんじゅ現地対策本部放射線管理班長は、必要に応じて原子力災害対策活動等に従

事する者に対し、防護マスクの着用及び線量計の携帯等の防護措置を講じる。

なお、もんじゅ現地対策本部総務班長は、もんじゅ現地対策本部放射線管理班長の

協力を得て、原子力災害対策活動等に従事する者に対し、別表3-2-30に定める



基準により、安定ヨウ素剤を服用させる。

8.線量評価

もんじゅ現地対策本部放射線管理班長は、もんじゅ退避者及び緊急事態応急対策等の

活動を行うもんじゅ現地対策本部の要員の線量評価を行う。

9.要員の派遣、資機材の貸与

もんじゅ現地対策本部長は、指定行政機関の長及び指定地方行政機閲の長並びに地方

公共団体の長その他の執行機関の実施するもんじゅ施設外における応急の対策が、的確

かつ円滑に行われるようにするため、敦賀対策本部長の協力を得て、別表3-2-31

に定める要員の派遣、資機材の貸与その他もんじゅ内の状況に関する清報提供等、派遣

先の要請に応じて必要な措置を講じる。

10.広報活動

(1)もんじゅ現地対策本部長は、原子力防災センターにおける運営が開始されるまでに

報道機関からもんじゅでの取材要請を受けた場合、又は当機構から緊急記者発表を行

う必要があると認めた場合は、敦賀対策本部長にその状況に応じて対応を依頼する。

依頼を受けた敦賀対策本部長は、災害の状況等を考慮したうぇで、公表場所を記者

発表に適切な任意の場所に設定する。

(2)もんじゅ現地対策本部情報班長は、公表する情報を別図3-2-15に定める連絡

経路により連絡し、敦賀対策本部広報班長は、公表する内容を取りまとめ、(1)の場

所で記者発表を行う。なお、もんじゅ現地対策本部対外対応班長は、別図2-2-8

(警戒体制時にあっては別図2-2-5)に定める経路により関係箇所に連絡する。

また、公表する内容について、あらかじめ定める関係機関へ情報連絡を行う。

(3)もんじゅ現地対策本部長は、原子力防災センターにおける運営が開始された場合は、

敦賀対策本部長の協力を得て原子力防災センター内の活動に必要な要員を派遣し、も

んじゅ施設の状況及び実施している応急措置の概要等周辺住民に役立つ正確かつきめ

細カゾ上情報を随時報告させることにより、原子力防災センターにおいて実施される合

同記者発表に協力する。

(4)敦賀対策本部長は、原子力災害に係る住民からの問い合わせに備え、住民広報窓口

を設置する。

11.応急復旧

(1)もんじゅ現地対策本部運転班長は、中央制御室の計器等による監視及び巡視点検の

実施により、もんじゅ設備の異常の状況、機器の動作状況等の把握に努める。

(2)もんじゅ現地対策本部長は、プラントメーカー及び協力会社への協力を要請する。

また、敦賀対策本部長は、応急復旧計画作成の支援を実施するとともに必要な資機材

の確保及び応急復旧要員の派遣等を行う。

(3)もんじゅ現地対策本部長は、プラントメーカー及び協力会社と連携して別表3-2

32の業務を含め、応急復旧のための計画を作成し、当該計画に基づき速やかに復



旧対策を実施する。

12.原子力災害の拡大防止を図るための措置

もんじゅ現地対策本部長は、次に示すとおり、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然

性を含む。)の拡大防止を図るための措置を講じる。

(1)もんじゅ現地対策本部長は、原子炉の運転状態、工学的安全施設等の動作状態の把

握を行い、その結果に基づき、災害の拡大防止に必要な機械及び電気設備の応急補修措

置並びに原子炉の運転停止等の運転上の措置を講じる。

(2)事故の拡大の可能性及び放射性物質等が外部へ放出される可能性を評価し、汚染及

び被ぼく拡大防止対策のための放射線に関する影響範囲及び拡大性の把握を行う。

(3)上記(2)の結果に基づき、立入制限区域の設定を行う。

(4)上記(2)の結果に基づき、危険物施設の防護措置を講じる。

13,被災者相談窓口の設置

機構対策本部長は、原子力緊急事態解除宣言前であっても、可能な限り速やかに被災

者の損害賠償請求等に対応するため、相談窓口を設置する。

14.運搬に係る応急措置

(1)もんじゅ現地対策本部長は、運搬に係る応急措置を講じる場合、敦賀対策本部長の

協力を得て、直ちに別表3-2-31に定める要員の派遣、資機材の貸与その他必要

な措置を講じる。

(2)現地に派遣された要員は、当機構が運搬を委託した者、最寄りの消防機関、警察及

び海上保安部と協力して事象の状況を踏まえ、次に掲げる措置を実施し、原子力災害

の発生及び拡大の防止を図る。

a.立入り制限区域の設定及び退避等の実施

b.環境放射線モニタリングの実施

C.消火及び延焼防止措置の実施

d.負傷者等の救出

e.輸送物の安全な場所への移動

f.漏えいの拡大防止措置の実施、汚染の除去及び遮へい対策の実施

その他必要な措置の実施窟

なお、上記の要員が到着するまでの間、運搬に携わっている職員及ぴ当機構が運搬

を委託した者は、携行している資機材を用いて、次の措置を講じる。

h.立入制限区域の設定及び退避等の実施

i.環境放射線モニタリングの実施

j.消火及び延焼防止措置の実施

k.負傷者等の救出

1.その他必要な措置の実施



1.原子力緊急事態の通報

もんじゅ現地対策本部長は、原災法第15条第1項に関する別表3-3-33に定める

通報基準に至うた場合は、様式3-1-9を用いて、別図2-2-8 (運搬の場合にあっ

ては、様式3 -1-10を用いて、別図2-2-9)に定める通報(報告)経路に基づき、

関係機関に報告するとともに、あらかじめ定める関係機関へ情報連絡を行う。

応急措置の継続実施

もんじゅ現地対策本部長は、本章第2節「応急措置の実施」に定める措置(前節9

の要員の派遣、資機材の貸与を除く。)を、原子力緊急事態解除宣言があるまでの間継続

して講じる。なお、要員の派遣、資機材の貸与については、本節3.のとおりとする。

第3節緊急事態応急対策

3.要員の派遣、資機材の貸与

(1)もんじゅ現地対策本部長は、敦賀対策本部長の協力を得て、指定行政機関の長及び

指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関が実施するもんじゅ

施設外における緊急事態応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため別表3-

3-34に定める派遣先に対し、同表に定める要員の派遣、資機材の貸与その他もん

じゅ内の状況に関する情報提供等、派遣先の要請に応じて必要な措置を講じる。

(2)派遣された要員は、原子力災害合同対策協議会等の派遣先の各機関と連携しつつ、

別表3-3-34に定める業務を行う。また、その業務内容について、もんじゅ現地

対策本部長に報告する。

なお、運搬の場合は、現地に派遣された要員は、当機構が運搬を委託した者と協力

し、国の現地対策本部の指揮に基づき、災害現場に派遣された専門家の助言を踏まえ

つつ、緊急事態応急対策を主体的に講じる。

(3)もんじゅ現地対策本部長は、緊急事態応急対策の実施に関し、敦賀対策本部からの

支援を必要とするときは、要員の派遣及び資機材の貸与について、敦賀対策本部長に

要請する 0



1.原子力災害中長期対策の計画

もんじゅ現地対策本部長は、原子力緊急事態解除宣言があった場合、次の事項につい

て機構対策本部長及び敦賀対策本部長の協力を得て、原子力災害中長期対策計画を速や

かに策定し、原子力防災センターにおける現地中長期対策連絡会議等にて、内閣総理大

臣、原子力規制委員会、福井県知事、敦賀市長、美浜町長及び関係周辺都道府県知事に

報告するとともに、あらかじめ定める関係機関に送付する。

(1)原子炉施設の復旧対策に関する事項(本節2.参照)

(2)環境放射線モニタリングに関する事項

(3)汚染検査及び汚染除去に関する事項

(4)広報活動に関する事項

(5)被災者の損害賠償請求等への対応のための窓口に関する事項

(6)原子力災害中長期対策の実施体制・実施担当者及ぴ工程に関する事項

第4章原子力災害中長期対策の実施

第1節原子力災害中長期対策の計画等

2.原子炉施設の復旧対策の実施

もんじゅ現地対策本部長は、原子力災害発生後の事態収束を図るため、次の事項につ

いて復旧計画を策定し、当該計画に基づき速やかに復旧対策を実施する。

(1)原子炉施設の損傷状況及び汚染状況の把握

(2)原子炉施設の除染の実施

(3)原子炉施設損傷部の修理及び改造の実施

(4)放射性物質の追加放出の防止

3.原子力防災体制及び警戒体制の解除等

(1)原子力防災体制の解除

もんじゅ現地対策本部長、敦賀対策本部長及び機構対策本部長は、第2章第2節1.(4

により原子力防災体制を解除する。また、もんじゅ現地対策本部長は、原子力防災体制

を解除しもんじゅ現地対策本部を解散したときは、機構対策本部長及び敦賀対策本部長

に報告し、別図2-2-8 (運搬の場合にあっては、別図2-2-9)に定める通報(報

告)経路に基づき関係機関に連絡するとともに、あらかじめ定める関係機関に連絡する。

(2)警戒体制の解除

もんじゅ現地対策本部長、敦賀対策本部長及び機構対策本部長は、第2章第2節1.(2

により警戒体制を解除する。また、もんじゅ現地対策本部長は、警戒体制を解除し、も

んじゅ現地対策本部を解散Lたときは、機構対策本部長及び敦賀対策本部長に報告し、

別図2-2-5に定める通報(連絡)経路に基づき関係機関に連絡するとともに、あら

かじめ定める関係機関に連絡する。



原因究明及び再発防止対策

もんじゅ現地対策本部長は

災害の発生した原因を究明し、

汚染の除去

機構対策本部長は、原子力災害により放出された放射性物質により汚染された地域が

確認された場合は、国及び地方公共団体等と協力して、汚染区域の除染及び廃棄物の処

理に必要な措置を講じる。

被災者への生活再建等の支援

機構対策本部長は、国及び地方公共団体等と協調し、復興過程の被災者への仮設住宅

等の提供など、その間の生活維持のための支援に協力する。

機構対策本部長及び敦賀対策本部長の協力を得て原子力

必要な再発防止対策を検討、実施する。

もんじゅ現地対策本部長は、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公

共団体の長その他の執行機関の実施する原子力災害中長期対策が、的確かつ円滑に行われ

るようにするため、本章第1節1.の原子力災害中長期対策計画に基づき、別表4-2-

35に定める要員の派遣、資機材の貸与その他必要に応じて必要な措置を講じる。

第2節要員の派遣、資機材の貸与



原子力防災管理者は、福井県内の他原子力事業所で原子力災害が発生した場合若しくは

そのおそれがある場合、敦賀廃止措置実証本部長からの要請に応じ、当該事業所が実施す

る事業所外での緊急事態応急対策等及び原子力災害中長期対策を支援するため、次の措置

を講じる。

(1)別表5-1-36に示す要員の派遣及び資機材の貸与のうちもんじゅ関係分

(2)若狭地域原子力事業者支援連携本部からの要員の派遣及び資機材の貸与の要請への

協力

(3)前項(1)及び(2)による協力を円滑に進めるためのもんじゅ支援会議の設置

第1節福井県内の他原子力事業所への協力

第5章その他

原子力防災管理者は、福井県外の原子力事業所で原子力災害が発生した場合若しくはそ

のおそれがある場合又は他の原子力事業者が輸送の安全に責任を有する事業所外運搬にお

いて原子力災害が発生した場合若しくはそのおそれがある場合は、敦賀廃止措置実証本部

長からの要請に応じ、当該事業所が実施する事業所外での緊急事態応急対策等及び原子力

災害中長期対策を支援するため、次の措置を講じる。

(1)別表5-2-37に定める要員の派遣及び資機材の貸与のうちもんじゅ関係分

第2節福井県外の原子力事業所等への協力
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参考1

特定事象発生通報様式(事業所外運搬)

応急措置の概要連絡様式(原子炉施設)

応急措置の概要連絡様式(事業所外運搬

原子力災害対策特別措置法及び原子力災害対策指針

基づく標準EALマトリックス表

73

74

76



別表2-1 1

原子力防災要員の職務 配置

もんじゅ内特定事象が発生した場合における

当該特定事象に関する情報の整理

並ぴに内閣総理大臣及び原子力規

制委員会(事業外運搬に係る特定

事象の発生の場合にあっては、内

閣総理大臣、原子力規制委員会及

て椢」淡通大臣)、関俳地方公共団

体の長その他関係者とd)」嚇^

原子力災害合同刻策協議会におけもんじゅ内
る原子力緊急事態に関する情報の又は
交換並びに緊急事惣古急附策及び原子力防災センター
原子力災害事後対策についての相
互の協力
特定事象力溌生した場合における

当該特定事象に関する広報

他2名(事業管理剖軽理^、調富課員)

総務班長飾設保多戸課長)
耗鶚班員(管理課岳リ主幹)

他2名(管理課員、廃止措置部員)

原子力防災要員の職務と配置

原子力防災組織の班名と人員

情報動脹皎全・品質保玉^

対外対応班長(哥画管理課長)

もんじゅ内外の放射線量の測定そ
の他の特定事象に関する状況の把
握

原子力災害の発生又は拡大の防止

のための措置の実施

敦賀廃止措置実証本
割淳務戸斤内

又は

原子力防災センター

他2名(計画管理課員、施設保安県員)

冨1体部長衝矧弌瑠
冨11本部長幅1月i長)

防災に関する施設又は設備の整備

及び点検並びに応急の復旧

放射性物質による汚染の除去

もんじゅ内

又は

原子力防災センター

他2名(計画管理課員、廃止措置部則
敦賀対策本部広報班員

暁止措置描隹室技休肩1主幹)
敦賀対策本部広報班員

(地域共生部広報課主賞

被ばく者の救助その他の医療に関

する措置の実施

もんじゅ内

他2名(地域共生部周

放射線管理^俵全^)

放射線管理班艮(環^見Grリーダー)

原子力災害の発生又は拡大の防止

のために必要な資機材の調達及ぴ

もんじゅ内

他2名催そ全^、環境監視Gr員)
冨1体部長暁止措置部長)

運奄叡脹徳設^)

もんじゅ内
又は

原子力防災センター

もんじゅ内の警備及ぴ原子力事業
所内におけるむ^4万^導

他2名施、設管瓔果則

情報裂脹伎全・品質保声^)

放射線管理^皎全^)

もんじゅ内

他2名(管理課員、廃止措置部具

放射線管理^伎全^)
放射線管理班長イ弌理怯全管^マネージャー)

もんじゅ内

又は

敦賀廃止措置実証本
部事務戸斤

他2名暁止措置部具

総務班易弌理(管瑠^)

放射線管理^伎全^)

もんじゅ内

他2名(智涯課員、安全^

棚虜班長暁止措置部長)
敦賀対策本部資材調達^
(事業管理部調遡果長)



別表2-1-2 副原子力防災管理者及び原子力防災管理者の代行順位

代行

順位

所長代理(安全・品質保証・核物質防護)

所長代理(運営管理)

副所長

安全・品質保証部長

廃止措置部長

副原子力防災管理者※

※所長代理、副所長については、担当業務の変更、人数及び順位を変更する場合(人事

異動に伴う変更等を含む)がある。

※炊長から副原子力防災管理者を選任する場合には、危機管理を担当する者から選任す
る。

※担当業務については、兼務する場合がある。

①
②
③
④
⑤



測定対象 測定器種類、測定レンジ名称

モニタリングポスト 1*(EU60m)空問線量率 Nal (10~10'nGy/h、電離箱(10~10'nGy/h)

モニタリングポスト 2※住L230m)空間線量率 Nal (10~105nGy/h、電離箱(10~108nGy/h)

モニタリングポスト3*住L20om)空問線量率 N紅 QO~10'nGy/h、電隣箱(10~10'nGy/h)

モニタリングポスト 4*(EL175m)空問線量率 N.1 (10~10、Gy/h、電離箱(10~10'"Gy/h)

別表2-3-3 もんじゅ敷地周辺の放射線測定設備の種類

※:原災法第11条第1項に基づく放射線測定設備



分類

放射線障

害防護用

器具

原子力防災資機材現況届出書の名新

汚染防測艮

叩及用ボンべ付一体型防護マスク

別表2

非常用通

{言機器

フィノレター付き防護マスク

緊急時酢^

3 4

ファクシミリ

計担慨等

原子力防災資機材

もんじゅ該当名称

タイベックスーツ

携帯電話等

排気筒モニタリング設備

その他の固定式測定器

空気叩及器

全面マスク

ガンマ線測定用サーベイメータ

中性子線測定用サーベイメータ

空間放射線積算線量計

表面汚染密度測定用サーベイメータ

NTT電話回線

ファクシミリ装置

数量

28組

携帯喉舌

排気筒モニタ

排水モニタ

点検頻度

1 回・'、年

可搬式ダスト測定関連サンプラ

機器 測定噐

可搬式の放射性ヨウ素サンプラ

測定関連機器 測定器

個人用外音磁ぱく線量粗リ定機器

4台

28個

保管場所

緊急附策室

1 回ノ、'年

電育齢式サーー丈イメータ

中性子サーベイメータ

TLD素子

汚染担リ定用サーベイメータ(α剛

汚染担リ定用サーベイメータ(β剖

可搬式ダスサンプラ

トサンプラ測定器

可搬式ヨウサンプラ

素サンプラ測定器

アラームメータ

エリアモ=タ

・格納容ヨ鼻エリアモニタ

・燃F1出入設備通路エリアモニタ

・燃ドト池エリアモニタ

移動式
モニタサング設備

モニタリングカー

車両

1回線

1 回ノ、'年

洗濯作業室

1台

澱召作業室

フ""

1 回ノ、'年

その他

緊急剣策室

=りアモニタリング設備

その他資

機材

緊急対策室

4台

各防災要員携帯

ヨウ素剤

担架

除染用具

被ぼく者の輸送のために
使用可能な車両

屋夕H肖火栓殻備

又は動力消防ポンフ殻備

モニタリングカー

2 ""

4個

1 ""

1台

4台

1台

2 "'、

10

400

スタ"モニタ言僻室(A)

排水モニタ室

放管室、

緊急剣策室

放管倉庫

放管室

放管倉庫

放管室

放管室、緊急対

策室

放管測定室

放管倉庫

放管測定室

出入管理室

粘納容器

燃料出入通路

燃料池エリア

1回/年

1回/年

1 回ノ、'年

1回/年

1回/年

1回/年

1回/年

1 回ノ、'年

1回ノ、'年

1回/年

車庫

ヨウ素剤

担架

除染キット

救急車

屋飛肖火栓

動力消防ポンプ設備

6J、

1台

1台

400錠

1台

1式

1台

1回/年

道路運送車

両法による

1回/年

1回ノ"年

1回,"年

車

両法による

消防法

による

1 回/、'年

モ=タリングカー

車庫

健康管理室

健康管理室

緊急剣策室

1式

1式

窯
出

台
台1

棚
一
斌
一

斡
島



分類

非常用通信機器

別表2

統合原子力防災

ネットワーク用

通信機器(衛星系
/地上系)

名称

NTT一般回線

無線装置

テレビ会議システム

ファクシミリ(衛星、地上)

I P電話(衛星、地上)

SPDS※2

可搬式モニタリングポスト

ホーノレボディカウンタ

ゲルマニウム波高分析装置

3 5 原子力防災関連資機材

点検頻度

計測器等

数量

10回線

1回線

その他資機材

※1

※2

各 1台

各 1台

1式

1ム

2ム

1 '、

2回/年

1回/年却

1回/年

1回/年

1回/年

1回/年

1回/年

1回/年

道路運送東

両法による

1回/年

緊急時車両

定期的な接続試験は、あらかじめ定めるところによる。
第2データセンターへの伝送は2018年度末までに開始する。

保管場所

緊急対策室

緊急対策室

事務所内会議室

緊急対策室

事務所内会議室

緊急対策室

放管計器修理室

WBC室

放管測定室

車庫その他の
駐車場

非常用食料(7日分)

1ム

840 食 もんじゅ敷地内

台



別表2

移動式電源車

30okvA

代替ポンプ(電動駆動式)
[吐出量:270mvh、全揚程:60m]

代替ポンプ用発電機(エンジン式)
40okvA

水槽付消防自動車
[規格放水量:120mvh 以上、規格放水圧力:0.舗Mpa]

化学消防自動車
[規格放水量:120mvh 以上、規格放水圧力:0.85Mpa]

肌42.8m 2番ゲート前広場

EL21,om 屋外タンク貯蔵所

もんじゅ敷地内

シビアアクシデント対策等に関する資機材

保管場所数量

2台

タンクローリ

ホイノレローダー

燃料(軽油)

3 セット可搬型消火設備※

※.可搬型消火設備は2019年度5月末までに整備を完了する。

2 "'、

飢42.8川 A心山側

1

乱42.8m 2番ゲート前広場

1台

乱42.8m2番ゲート前広場

1 ""

2ム

車庫

1台

車庫

約 1040ko

乱42.8m A畑山側

台

名

6
称



分 類

計測器類

別表2-3-7 敦賀対策本部の原子力防災関連資機材

名 称

表面汚染密度測定用サー

ハミイメータ

N a 1 シンチレーション

サーベイメータ

個人被ばく線量測定器

汚染防護服(タイベック

等)

全面マスク

チャ=ーノレフイノレタ

NTT一般回線

ファクシミリ

衛星電話

非常用食料(7日分)

非常用発電機

燃料(軽油)

放射線障害

防護用器具

非常用通信機器

数量

その他資機材

点検頻度

1回/年

1回/年

1回/年10 台

40 系且

保管場所

敦賀廃止措置実証

本部緊急時対策室

敦賀廃止措置実証

本部緊急時対策室

敦賀廃止措置実証
本部緊急時対策室

敦賀廃止措置実証

本部緊急時対策室

敦賀廃止措置実証

本部緊急時対策室

敦賀廃止措置実証

本部緊急時対策室

敦賀廃止措置実証
本部緊急時対策室

敦賀廃止措置実証

本部緊急時対策室

敦賀廃止措置実証
本部緊急時対策室

敦賀廃止措置

実証本部倉庫

敦賀廃止措置

実証本部屋外

敦賀廃止措置

実証本部屋外

※1

40個

80 帝且

1回線

2台

記載数量の他、調達可能な小売店等から調達する。

1回/年

1回/年

1回/年

840食

1回/年

1回/年

1回/年

1回/年

1回/年約 800りツ"鞄

台
台

台

台



分類

別表2-3

非常用通信機器

電話回線

機構内電話

プアクシミリ

衛星携帯電話

テレビ会議システム

ファクシミリ

(衛星、地上)

IP電話(衛星、地上)

非常用食料(7日分)

非常用ディーゼル発電機

燃料(重油)

8

名称

統合原子力防災ネッ

トワーク用通信機器

(衛星系/地上系)

機構対策本部の原子力防災関連資機材

点検頻度数量

6回線

4回線

2台

その他資機材

※1 定期的な接続確認は、あらかじめ定めるところによる。

約 1680on

1回/年

1回/年

1回/年

1回/年和

1回/年

1回/年

1回/年

1回/年

1回/年

保管場所

機構本部緊急時対策室

機構本部緊急時対策室

機構本部緊急時対策室

機構本部緊急時対策室

機構本部緊急時対策室

機構本部緊急時対策室

機構本部緊急時対策室

機構本部安全管理棟1階

機構本部安全管理棟1階

地下タンク

各1台

660 食

台
台
台

台



別表2-3-9 原子力事業所災害対策支援拠点の原子力防災関連資機材

分

出入管理

類 名 称

入構管理用台帳

放射線防護教育資料

表面汚染癌度測定用サー
ベイメータ

N a 1 シンチレーション

サーベイメータ

電隣箱サーベイメータ

個人被ぱく線量測定器

汚染防護服(タイベック

等)

全面マスク

チャ=ーノレフィノレタ

移動式発電機

携帯電話

衛星電話

衛星電話ファクシミリ

ヨウ素剤

除染用機材(シャワ一設備

等)

養生資材

非常用食料和(7日分)

資機材輸送用車両

※1
燃料(ガソリン)

計測器類

20Ω

放射線障害
防護用器具

数量

1式

非常用電源

40部

点検頻度

1回/年

1回/年

2台

非常用通信機

器

保管場所地

敦賀廃止措置実証本部

敦賀廃止措置実証本部

敦賀廃止措置実証本部

1台

1回/年

1台

40台

1回/年

1回/年

1回/年

196組

敦賀廃止措置実証本部

28個

196 糸且

2台

その他資機材

1回/年

敦賀廃止措置実証本部

敦賀廃止措置実証本部

1回/年

1回/年

1回/年

5台

敦賀廃止措置実証本部

1台

※1

※2

敦賀廃止措置実証本部

敦賀廃止措置実証本部

敦賀廃止措置実証本部

敦賀廃止措置実証本部

敦賀廃止措置実証本部

敦賀廃止措置実証本部

敦賀廃止措置実証本部

敦賀廃止措置実証本部

1回/年

1 "'

:不足した場合は、最寄りの小売店から調達する。

保管場所からの輸送については陸路を基本とし、確実に輸送できる経路から輸送する。

400錠

1回/年

1回/年

1回/年

2式

1式 敦賀廃止措置実証本部

敦賀廃止措置実証本部

敦賀廃止措置実証本部

敦賀廃止措置実証本部

840食

1回/年

1回/年

1回/年

1回/年

1回/年

1台



別表2-4-10 緊急事態応急対策等拠点施設及びもんじゅ現地対策本部に備え付ける資料

資料名区分

(1)もんじゅにおける防災業務関係機関の緊急時対応1.組織及び体制

組織資料に関する資料

①原子力事業者防災業務計画崇

②原子炉施設保安規定※

③事故対策規程

④事故・災害対策運用要領

⑤災害対策管理要領

⑥防火・防災管理要領

⑦危険物予防規程

(2)緊急時通信連絡体制資料

①事故・トラブノレ通報・連絡要領

緊急対策室(1)もんじゅ周辺人口関連資料2.社会環境に関

①方位別人口分布図する資料

②集落別人口分布図

③市町村人口表

(2)もんじゅ周辺環境資料

①もんじゅ周辺航空写真

②もんじゅ周辺地図(2万5千分の1)

③もんじゅ周辺地図(5万分の1)

④市町村市街図
緊急対策室3.放射能影響推(1)気象観測データ

定に関する資料(2)空間線量モニタリング配置図

(3)環境試料サンプリング位置図

(4)環境モニタリング測定データ

(5)主要系統模式図

(6)原子炉設置(変更)許可申請書※

(フ)系統図

(8)プラント配置図※

(9)プロセス及び放射線計測配置図

(10)プラント主要設備概要

(11)原子炉施設廃止措置計画認可申請書

(12)災害対策資料
緊急対策室(1)全国道路地図4.事業所外運搬

(2)海図細本領海部分)に関する資料

(3)核燃料輸送物安全解析書

※:原災法第12条第4項に基づき、原子力防災センターに備え付けるために、内閣総理大臣
に提出する資料

保管場所

緊急対策室



別表2-4-11

区分

組織および体制に

関する資料

1

敦賀対策本部が設置される場所に備え付ける資料

資料名 保管場所

(1)もんじゅにおける防災業務関係機関の緊急時敦賀廃止措置実
証本部緊急時対対応組織資料

原子力事業者防災業務計画 策室

原子炉施設保安規定
事故対策規程
事故・災害対策運用要領4

災害対策管理要領5

防火・防災管理要領
危険物予防規程7

(2)緊急時通信連絡体制資料
1 事故・トラブル通報・連絡要領

(1)もんじゅ周辺人口関連資料 敦賀廃止措置実
方位別人口分布図 証本部緊急時対

策室集落別人口分布図2

市町村人口表3

(2)もんじゅ周辺環境資料
もんじゅ周辺航空写真

もんじゅ周辺地図(2万5千分の1)2

もんじゅ周辺地図(5万分の1)3

市町村市街図

(1)気象観測データ 敦賀廃止措置実
証本部緊急時対(2)空問線量モニタリング配置図

(3)環境試料サンプリング位置図 策室
(4)環境モニタリング測定データ

(5)「もんじゅ」概略系統図
(6)原子炉設置(変更)許可申請書
(フ)系統図

(8)プラント配置図
(9)プロセスおよび放射線計測配置図
(10)プラント主要設備概要

(11)原子炉施設廃止措置計画認可申請書
(12)災害対策資料

敦賀廃止措置実(1)全国道路地図
(2)海図(日本領海部分) 証本部緊急時対
(3)核燃料輸送物安全解析書 策室

2.社会環境に関する
資料

3.放射能影響推定に
関する資料

4.事業所外運搬に関
する資料



別表2-4-12

区分

1.ゑ且織及ぴ体制に関

する資料

2.設備に関する資料

機構対策本部が設置される場所に備え付ける資料

保管場所資料名

(1)もんじゅにおける防災業務関係機関の緊急時機構本部事務所
対応組織資料

①原子力事業者防災業務計画
2 原子炉施設保安規定

(1)高速増殖原型炉もんじゅ設備資料

①原子炉設置(変更)許可申請書

②プラント配置図

③原子炉施設廃止措置計画認可申請書

④災害対策資料

別表2-4-13

区分

組織およぴ体制に

関tる資料

1

原子力事業所災害対策支援拠点が設置される場所に備え付ける資料

保管場所資料名

(1)もんじゅにおける防災業務関係機関の緊急時敦賀廃止措置実証本
対応組織資料 部事務所

原子力事業者防災業務計画
原子炉施設保安規定2

事故対策規程3

事故・災害対策運用要領4

災害対策管理要領5

防火・防災管理要領6

危険物予防規程7

(2)緊急時通信連絡体制資料
1 事故・トラブル通報・連絡要領

(1)もんじゅ周辺人口関連資料
方位別人口分布図
集落別人口分布図2

市町村人口表3

(2)もんじゅ周辺環境資料
もんじゅ周辺航空写真①
もんじゅ周辺地図(2万5千分の1)②
もんじゅ周辺地図(5万分の1)③
市町村市街図④

(1)原子炉設置(変更)許可申請書
(2)プラント配置図

(3)原子炉施設廃止措置計画認可申請書

2.社会環境に関する

資料

機構本部事務所

3 その他関連資料

敦賀廃止措置実証本

部事務所

敦賀廃止措置実証本

部事務所



区分

1.組織及び体制に

関する資料

別表2-4-14

料 名資

①緊急時対応*且織資料

※①原子力事業者防災業務計画

※②原子炉施設保安規定

原子力規制庁緊急時対応センターに備え付ける資料

2 設備に関する資①高速増殖原型炉もんじゅ設備資料

※①原子炉設置(変更)許可申請書

※②プラント配置図

③原子炉施設廃止措置計画認可申請書

④災害対策資料

原災法第12条第4項に基づき、原子力防災センターに備え付けるために内閣総理大臣

に提出する資料

別表2-5-15

料

※

風向風速計(EL172m)

分

保管場所

緊急時対応センター

(ERC)

類

気象観測設備

名 材、

風向風速計(EL37m)

緊急事態応急対策等の活動で使用する設備

数量点検頻度 保管場所

もんじゅ
1式 1回/年敷地ナ丘界内

もんじゅ
1式 1回/年

敷地境界内

緊急時対応センター

(E R C)



別表2-5-16

緊急対策室

項目

広さ

耐震性・耐津波

非常用電源

燃料

通信設備

もんじゅの緊急事態応急対策等の活動で使用する施設

別表2-5-17 敦賀廃止措置実証本部の緊急事態応急対策等の活動で使用する施設

・面積約 981rt

・耐震構造(建築基準法の1.5イ剖
・TP.約21m

・非常用ディーゼル発電機

・備蓄燃料約2 15000ι(約7日分)
・別表2-3-5のとおり

敦賀廃止措置実証本部緊急時対策室
項目

広さ

耐震性・耐津波

仕

非常用電源

燃料

通信設備

様

・面積約80rゞ

・耐震構造(建築基準法の1.5イ割
・TP.約7m

・非常用ディーゼル発電機

・備蓄燃料約8000 (約7日分)
・男1」表2 -3 -7 のとおり

別表2-5-18 機構本部の緊急事態応急対策等の活動で使用する施設

機構本部緊急時対策室
項目

広さ

耐震性・耐津波

仕

非常用電源

燃料

通信設備

様

・面積約 3 1 011{

・免震構造

・T.P.約30m

・非常用ディーゼル発電機

・備蓄燃料約16 8 00Ω(約7日分)

・別表2-3-8のとおり

仕 様



NO 常時伝送項目

.排気筒モニタA(低レンジ)放射能

排気筒モニタB(低レンジ)放射能

排気筒モニタA(高レンジ)放射能

排気筒モニタB(高レンジ)放射能

排水モニタ放射能

気象観測塔風向

もんじゅMS 風向

気象観測塔風速

もんじゅMS 風速

もんじゅMS 大気安定度

もんじゅ MP・1(低)空問線量率

もんじゅ MP・1(高)空間線量率

もんじゅ MP・2(低)空問線量率

1

別表2-5 19

で

ERS S伝送データ項目(1/3)

単位

13

CPS

14

NO

CPS

μA

μA

CPS

もんじゅ MP・2(高)空間線量率

31

常時伝送項目

RⅣ N日液位(CRT表示、日誌
用)

則VNa液位

1次系OF即 Na液位

IHXA 1次側出口 Na温度

IHXB 1次側出口 Na温度

IHXC 1炊側出口 Na温度

A 1次主冷却系流量

B 1歌主冷却系流量

C 1次主冷却系流量

A 1歌主冷却系流量

B 1次主冷却系流量

C 1次主冷却系流量

1次主循環ポンプAポニーモー

タ起動

1次主循環ポンプBポニーモー

タ起動

1次主循環ポンプCポニーモー

タ起動

メンテ冷系 IHX 1 次側入口

Na1屋度

メンテ冷系 IHX 1 次側出口

Na温度

1 次メンテ冷系ポンプ出口 Na
流量

空気冷却器A入口Na温度

空気冷却器B入口Na温度

空気冷却器C入口Na温度

空気冷却器A出口Na温度

空気冷却器B出口Na温度

空気冷却器C出口Na温度

空気冷却器A出口Na流量

空気冷却器B出口Na流量

空気冷却器C出口Na流量

AノレープACS起動

BノレープACS起動

CループACS起動

15

m3小

で

で

もんじゅ MP・3(低)空問線量率

16 もんじゅMP・3(高)空間線量率

17

m/S

m/S

もんじゅMP・4(低)空間線量率

18

nGynl

nGynl

nGynl

Vh

Vh

Vh

もんじゅMP・4(高)空問線量率

もんじゅMS(低)空間線量率

もんじゅ MS(高)空間線量率

もんじゅMSダストモニタ計数率

もんじゅ MSヨウ素モニタ計数率

松ケ崎MS(低)空間線量率

松ケ崎MS(高)空間線量率

松ケ崎MSダストモニタ計数率

松ケ崎MSヨウ素モニタ計数率

出力領域中性子束

線源領域中性子東レベノレ(平均値)

原子炉トリップ

全制御棒全挿入確認

単位

nGy/h 44

43

n)nl

nGy/h 45

nlnl

nG訓h 46

Innl

で

で

で

%

%

%

m3小

m3nl

m3nl

nGy小 47

nGy/h

nGynl

nGynl

CPS

CPS

nGynl

nGynl

CPS

CPS

%

CPS

48

゜C

で
で
て
で

2
3
4
5
6
7
8
9

W
Ⅱ
N

^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^

9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6



kv

常時伝送項目

2次メンテ冷系NC入口Na温度

2炊メンテ冷系NC出口Na温度

2 炊メンテ冷系ポンプ出口 Na流
量

2 炊主循環ポンプポニーモータ A

起動

2 汰主循環ボンプポニーモータ B

起動

2 次主循環ポンプポニーモータ C

起動

A RⅣ出口 Na温度

B RⅣ出口 Na温度

C RⅣ出口 Na温度

1次A1ガスモニタ放射能

原子炉格納容器床上雰囲気圧力
Ch.1

原子炉格納容器床上雰囲気圧力

Ch.2

原子炉格納容器床上雰囲気圧力
Ch3

原子炉格納容器床上雰囲気圧力

(平均値)

CⅣ床下雰囲気温度(最大値)

CⅣ床上エリアモニタ(平均値)

CⅣ隔離内側

CⅣ隔離外側

IA・M/C母線電圧

IB・M/C 母線電圧

IC・M/C母線電圧

63

別表2-5

64

65

66

19

107

ER S S伝送データ項目(2/3)

常時伝送項目単位
ICディーゼノレ発電機起動

R/V室区画漏えい

1次主冷却系A区画漏えいm3nl

kv

72

106

73

74

89

75

90

1次主冷却系B区画漏えい

108

109

110

゜C

゜C

CPS

kpa

1次主冷却系C区画漏えい

2次主冷却系A区画漏えい

空気冷却器室A区画漏えい

タンク室A区画漏えい

2次主冷却系B区画漏えい

空気冷却器室B区画漏えい

タンク室B区画漏えい

単位

kpa

82

kpa

97

ID・M/C母線電圧

83

kpa

98

2次主冷却系C区画漏えい

空気冷却器室C区画漏えい

84

85

IE・M/C 母線電圧

IAディーゼル発電機起動

IBディーゼル発電機起動

て

msv/

h

99 タンク室C区画漏えい

2 次メンテナンス冷却系区画
^えし、

EVST冷却系A区画漏えい

EVST冷却系B区画漏えい

EVST冷却系C区画漏えい

EVST共通配管室区画漏えい

EVST室&1補系区画漏えい

CⅣ内エリアモニタ A線量当
量率CHI

CⅣ内エリアモニタB線量当

量率CH2

CⅣ内エリアモニタ C線量当

量率CH3

WRM レベル CHI(PC Eード)

WRMレベルCH2(PCEード)

100

101

102

103

104

105

msw

h

msv/

h

msw

h

E3CPS

E3CPS

で
て

-
 
C

一
一

北
磁
能

7
 
8
 
9
 
0
 
1

6
 
6
 
6
 
7
 
フ

北
部
釘
認

6
 
7
 
8
 
9
 
0
 
1

フ
フ
フ
 
7
 
8
 
8

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6

9
 
9
 
9
 
9
 
9
 
9

V
 
V
 
V

k
 
k
 
k



常時伝送項目 単位 NONO

111 WRMレベルCH3(PCEード) E3CPS 121
Ⅱ2 BCR1位置 122Inln

113 BCR2位置 123Inln

114 BCR3位置 124n11n

115 BCR4位置 125nlnl

116 BCR5位置 126nlnl

Ⅱ7 BCR6位置 127n11n

Ⅱ8 FCR1位置 128nlnl

119 FCR2位置 129nlnl

120 FCR3位置 130nlnl

※今後、廃止措置段階で必要なデータとして整備する。

別表2 5 19 ERS S伝送データ項目(3/3)

Innl

nln)

常時伝送項目

CCR1位置

CCR2位置

CCR3位置

CCR4位置

CCR5位置

CCR6位置

CCR7位置

CCR8位置

CCR9位置

CCRI0位置

n11n

Inln

単位
Innl

Innl

Innl

Innl

nlnl

Inn)



1.原子力機構敦賀廃止措置実証本部事務所

福井県敦賀市木崎65・20所在地

もんじゅからの距離約Ⅱkm

敷地面積、敷地標高約 11,70011{、 EL.7m

事務所建屋総面積約 3,60or'(事務所 1~3階十アトムホール施設構成、概要
1~2 階)

隣接して駐車場ありその他

2.原子力機構ひぱりケ丘体育館・グラウンド
福井県敦賀市砂流 11・12・2所在地

もんじゅからの距離約14km

敷地面積、敷地標高敷地面積約27,80011f、 EL.24m

体育館総面積約 1,700金施設構成、概要

隣接して社宅建屋有りその他

3.原子力機構ひぱり寮
福井県敦賀市砂流50・12-1所在地

もんじゅからの距離約14km

敷地面積、敷地標高敷地面積約5,200金、 EL22m
寮共用場所総面積約220金(食堂+会議室)施設構成、概要

敷地内に駐車場ありその他

別表2-5-20 原子力事業所災害対策支援拠点の候補場所

4.原子力機構福井事務所

福井県福井市毛矢 1-10・1所在地

もんじゅからの距離約41km

敷地面積、敷地標高執務室総面積約400111、 EL.7m

商業ビル(10階建ビルの4階に執務室)施設構成、概要

賃貸ビル利用その他

5.原子力機構原子力緊急時支援・研修センター福井支所
福井県敦賀市縄間54・6・2所在地

もんじゅからの距離約7km

敷地面積、敷地標高敷地面積約6,ooolrf、 EL,11m
支援・研修建屋1階会議・研修室総面積約 13011{施設構成、概要

敷地内に駐車場ありその他



防災教育の種類

原子力防災体制及ぴ組織に関

する知識

別表2-6-21

対象者

情報班、総務班、対外対応班、
消防班、放射線管理班、運転班、
補修班及び技術班のもんじゅ

現地対策本部要員のうち指名

された者

もんじゅ及び放射性物質の運搬

容器等の施設又は設備に関する

知識

放射線防護に関する知識

もんじゅにおける原子力防災教育の内容

度頻

新たに指名された場合及び

1回/3年

対外対応班、放射線管理班、

運転班、補修班及び技術班のも

んじゅ現地対策本部要員のう

ち指名された者

消防班、放射線管理班、運転

班、補修班及び技術班のもんじ

ゆ現地対策本部要員のうち指

名された者

放射線及ぴ放射性物質の測定機
器並びに測定方法を含む防災対

策上の諸設備に関する知識

シビアアクシデントに関する知

識

総務班のもんじゅ現地対策

本部要員のうち指名された者

放射線管理班及び運転班のも

んじゅ現地対策本部要員のう

ち指名された者

新たに指名された場合及び

1回/3年

施設又は設備に変更が生じ

た場合

入所時及び1回/3年。た
だし、あらかじめ定める基

準を満足する場合は省略

(労働安全衛生法に定める

特別教育にて実施)

新たに指名された場合及び・被ばくに対する応急手当の知識

1回/3年

新たに指名された場合並び・測定機器の用途、目的及び測定方法

に測定方法及び機器を含む・測定機器の取扱い

設備に変更が生じた場合

(注)防災教育を受けた者は、必要に応じ所属する班の要員に伝達教育を行う。

主な内容

原災法及び関係法令の概要

もんじゅ原子力防災業務計画の概要

もんじゅ原子力防災体制の区分と発令、解除

の基準

もんじゅの原子力防災組織の構成、各班の職

情報班、放射線管理班、運転

班、補修班及び技術班のもんじ
ゆ現地対策本部要員のうち指

名された者

緊急時運転操作等の概要

もんじゅの放射線監視設備

事故時対応操作と関連設備

輸送客器の種類及ぴ構造

緊急対策室の機能

放射線に関する基礎的知識

放射線による被ぱくとその経路

放射線の人体に及ぼす影響

放射線防護(除染を含む。)のための措置

新たに指名された場合及び・シビアアクシデントに関する基礎的知識

1回/3年



防災教育の種類

原子力防災体制及び組織に関す

る知識

別表2

放射線防護に関する知識

6

対象者

敦賀対策本部の情報班、広報

班、総務班、地域対応班、資

材調達班、厚生医療班のうち

指名された者

22 敦賀廃止措置実証本部における原子力防災教育の内容

頻度

1回/3年

敦賀対策本部の情報班、広報

班、総務班、地域対応班、資

材調達班、厚生医療班のうち

指名された者

主な内容

原災法及び関係法令の概要

原子力事業者防災業務計画の概要

原子力防災体制の区分と発令、解除の基準

敦賀対策本部のネ且織構成、各班の職務

1回/3年 放射線に関する基礎知識

放射線による被ぱくとその経路

放射線の人体に及ぼす影響

放射線防護(除染を含む)のための措置

被ばくに対する応急手当の知識



防災教育の種類

原子力防災体制及び組織に関す

る知識

放射線防護に関する知識

別表2

対象者

機構対策本部の情報班、広報

班、総務班、支援班、東京支

援班のうち指名された者

6 23 機構本部における原子力防災教育の内容

頻度

1回/3

機構対策本部の情報班、広報

班、総務班、支援班、東京支

援班のうち指名された者

主な内容

原災法、関係法令等の概要

原子力事業者防災業務計画の概要
機構対策本部のネ且織構成、各班の職務

事故・故障及び災害の事例とその対応

1回/3年 ・放射線に関する基礎知識

・放射線による被ぱくとその経路

・放射線の人体に及ぽす影響と防護



訓練の種類

もんじゅ総合防災訓練

対象者

機構対策本部要員
敦賀対策本部要員

もんじゅ現地対策本部要員

別表2 7 24 原子力防災訓練の内容

頻度

1回/年

訓練内容

敦賀廃止措置実証本部と合同による総合防災訓練を行い、社内にお

ける情報連絡、技術的検討、もんじゅ現地対策本部の支援等が円滑に
行われることを確認する。

訓練ではシビアアクシデントを想定した訓練を必須項目とし、以下

の内容を適宜組み合わせて行う。
なお、組み合わせて実施しない項目については、個別に訓練を行う。

①要員参集

事象発生によ"緊急時応急対策対応要員を参集し、本部の設営を

行う 0

②通報訓練
事象発生から終結までの情報を収集し、関係個所に通報、連絡を

行う。

③緊急時環境モニタリング
もんじゅ施設内及びもんじゅ施設周辺について、モニタリングカ

ーによる空間放射線量率及ぴ空気中ヨウ素濃度の測定等を行う。

④もんじゅ施設内退避者誘導

本部からの退避誘導指示に基づき、協力会社社員、外来者及び災

害対策活動に従事しない所員について、退避誘導者により指定され

た集合・退避場所に誘導する。

⑤原子力災害医療
管理区域内での負傷者発生を想定し、負傷者搬出、汚染除去及び

応急処置等の対応を行う。

⑥全交流電源喪失対応

全交流電源喪失を想定し、電源機能等喪失時における原子炉施設

の保全のための活動を行う。
⑦アクシデントマネジメント対応

シビアアクシデントを想定し、アクシデントマネジメントに係る

対応を行う。



1 原子力緊急事態支援組織の概要

実施主体国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島研究開発部門

福島研究開発拠点楢葉遠隔技術開発センター

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島研究開発部門所在地

福島研究開発拠点楢葉遠隔技術開発センター内

(所在地:福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字仲丸1・22)

施設概要楢葉遠隔技術開発センター内の以下の施設

研究管理棟(事務室の一部他),試験棟(要素試験エリアの一部,共通エリアのー

部)及び付属建屋(資機材保管室の一部),車庫の一部,倉庫の一部等

7名俳且織長,支援組織要員)

※発災事業所:特定事象が発生した事業所

別表2-8-25 原子力緊急事態支援組織

要員数

2,平時の主な業務

資機材の管理保有資機材(4.参照)について集中管理を行い,使用可能な状態に整備する。

資機材の機能国内外の先進的資機材に係る情報を収集するとともに,保有資機材の機能向上に

向上及ぴ拡充.係る改良措置及び新規資機材導入の検討などを行う。

資機材操作要支援組織要員に対する支援活動に関する教育・訓練を行う。

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構楢葉遠隔技術開発員の養成訓練・場所

センター内,又はその他の訓練場所

・頻度 操作技能の習得訓練実施後,継続的に実施

遠隔操作資機材のメンテナンス,運転操作等・主な内容

支援組織要員

機構内各事業所の要員に対する資機材操作訓練を実施する。

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構楢葉遠編技術開発セン・場所

ター内,又はその他の訓練場所

操作技能の習得訓練実施後,技能の定着を目的とした訓練を定期的・頻度

(1回/年)に実施

・主な内容:遠隔操作資機材のメンテナンス,運転操作等

原子力防災訓

練への協力

状況報告

3.原子力災害発生時の原子力緊急事態支援組織の対応及ぴ発災事業者への支援内容

10条通報 出勤災害発生時の
支援指示・支援要請 指不

連絡体制

(平日日中)支援組織長(24時間 365
発災事業所楽 機構対策本部 (夜間休祝日)連絡当番者

日才力ール体伶D

機構内各事業所が行う原子力防災訓練に計画的に参画し,資機材の提供時の発災

事業所との連携対応と資機材輸送手段の妥当性の確認,支援対応に関する改善事

項を確認する。

状況報告



発災事業所へ

の支援内容

機構対策本部長からの支援指示後,支援組織の要員を召集し,資機材の輸送準

備を実施した後、要員を派遣する。

支援ネ且織から輸送先施設までの資機材の輸送は,陸路による複数ルートのうち

から出動時の状況(災害,天候等)に応じた最適なルートにて行う。なお,状

況に応じてへりコプター等による事業所災害対策支援拠点等の輸送先施設ま

での輸送も考慮する。

災害発生状況に応じた資機材引渡し箇所にて,発災事業者へ資機材を引き渡す

とともに,発災事業者が実施する資機材操作の支援及ぴ資機材を活用した事故

収束活動に係る助言を実施する。

以上の活動については,機構対策本部の指揮命令のもとに実施する。

4 保有資機材一覧

資機材については1回/年保守点検を行う。また、故障、点検等により必要数が確保できない

には代替品を補充する。

分類 名称

偵察用ロボット(現場撮影、放射線測定)
遠隔操作

作業用ロボット(障害物撤去等)
資機材

小型無人へり(高所からの偵察)

現地活動用作業用資機材

資機材 一般資機材

搬送用車両資機材等搬送用車両

5.資機材整備計画

当面は既存の保有資機材(4.参照)にて代替運用を行うと共に、計画的に増備・更新等を行い本

格運用に移行する。

封験棟の一部及び付

属建屋の一部、車庫

の一部、倉硫の一部

資機材の運用

資機材の整備

2017年度

保有機材一覧(本格運用時)

資機材については1回/年保守点検を行う。また、故障、点検等により必要数が確保できない場合

には代替品を補充する。

保管場所分類

代替運用

数量

1台

1台

2台

1式

1式

2 "'

2018年度

保管場所

試験棟の一部及び

付属建屋の一部、

車庫の一部、倉庫

の一部

遠隔操作

資機材

現地活動用

資機材

搬送用車両

名称

偵察用ロボット(現場撮影、放射線測定)

作業用ロボット(障害物撤去等)

小型無人へり(高所からの偵察)

作業用資機材

一般資機材

資機材等搬送用車両

2019年度

所要機材

2020年度

備・更新

1、
.、

、

数量

2台

2台

2台

1式

1式

2台

、
ノ

〆

i



EAL

区分

別表3

EAI

番号
AL 2 6

1

EAL事象

<全交流電源喪失のおそれ(旧基準炉)>

全ての非常用交流母線からの電気の供給が

1 系統のみとなった場合で当該母線への電気

の供給が 1 つの電源のみとなり、その状態が

15分以上継続したとき、又は外部電源喪失が3

時問以上継続したとき。

<停止中の原子炉冷却機能の喪失の論それ>

原子炉の停止中に当該原子炉を冷却する機

能が低下すること。

※廃止措置段階では、炉心の使用済燃料の残留

崩壊熟が原子炉容噐からの放散熱を下回るた

め、使用済燃料の冷却は強制冷却機能を必要と

せず、原子炉容器内のナトリウムの存否(液位)

で冷却機能維持を判断することができる。この

ため、使用済燃料貯蔵槽と同様に原子炉容器の

液位で判断する(AL30と同様の整理)。

く使用済燃料貯蔵楕の冷却機能喪失のおそれ
>

26 原子力災害対策指針に基づく警戒事象(1/2)

AL29

AL30

説明

・「全ての非常用交流母線からの電気の供給が 1系統のみとな

0た場合で当該母線への電気の供給が 1 つの電源のみ」と

は、使用可能な所内非常用高圧母線が1系統となうた場合に

おいて、当該母線への供給電源が、非常用ディーゼル発電機、

起動変圧器、又は予備変圧噐のどれかーつにな0た場合。

・「外部電源」とは、電力系統からの電力を所内非常用高圧母

線へ供給する設備をいう。

・原子炉の状態が「低温停止」、「燃料交換」において適用,、る。

「原子炉の停止中に当該原子炉を冷却する機能が低下する」と

は、原子炉の液位低下がESL*'来満とな0た場合に、1汰ナ

トリウムオーバプロー系等の'転操作により、原子炉のナト

リウム液位をESL*'以上に復旧できない場合をいう。

使用済燃料貯蔵槽の液位が一定の液位まで

低下,、ること。

AL42 <単一障壁の喪失又は喪失の可能性>

燃料被管障壁若しくは原子炉冷却系障壁
が喪失するおそれがあること、又は、燃料被

管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失する

{注】

AL 5 1

・「使用済燃料貯蔵槽」とは、炉外燃料貯蔵槽及ぴ燃料池をい

コ。

・「使用済燃料貯蔵槽の液位が一定の液位」とは、以下の場合

を高、う。

①炉外燃料貯蔵のナトリウム液位が外客器上端位置(N乱

*2 -500血)とな0た場合をいう。

②燃料池の水位が燃料移送機案内管下端位置(N乢牝

-2000血)となった場合をいう*.。

・原子炉の状怨が、「起動」、「運転」及ぴ「停止」において適

用する。

・「燃料被覆管障壁の喪失」とは、遅発中性子法破損燃料検出

装置による安全保護系の設定値に相当する信号が 1 ループ

当たり2チャンネル以上検出される場合をいう。

・「原子炉冷却系障壁の喪失」とは、原子炉冷却材の漏えいに'

よる安全保護系の設定値に相当,'る信号が 2 チャンネル以

上検出される場合をいう。

※廃止措置対応によ"原子炉の状態をr起動」、「」及び「停

止」にできない措置をしているため適用外と,'る。

・「原子炉制御室その他の箇所」とは中央制御室及び中央制御

室外原子炉停止盤の設置揚所をいう。

・「億子炉制御室その他の箇所」が放射線レベルや室温の上昇

等により、運転員が中央制御室の操作盤及び中央制御室外原

子炉停止盤での操作が容易にできなくなるおそれがある状

況をいう。ただし、作業等のため一時的に中央制御室の循環

が悪化した場合を除く。

・「原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と

原子力事業所外との通信のための設備の一部の機能が喪失

ナる」とは、原子炉施設に何らかの異常が発生し、1①中央

制御室からもんじゅ内へ通信司'る手段」、「②中央制御室ある

いは緊急時対策所からもんじゅ外へ通信,、る手段」のいずれ

かが、 Eれか1つの手段のみとなる場合をいう。

・「どれか10の手段のみとなる堀合」とは、設備的に異なる

公衆回線、専用回線、ネットワーク回線等の通信回線におい

て、どれかーつの手段のみとな0た場合をいう。

<原子炉制御室他の機能喪失のおそれ>

原子炉制御室その他の箇所からの原子炉の

運転や制御に影響を及ぽt可能性が生じるこ

と。

原子炉の状態の定義偶リ表3-1-27、別表3・333 においても伺様)

「運転上発電機併入状態での出力運転

「起動上発電機解列状態での出力運転~制御棒全挿入による原子炉停止

匪界操作のための制御棒引抜操作開始~発電機解列状態での出力運転
「停止上制御棒全挿入状態で1炊冷却材温度が250てを超過

「低温停止1:制御棒全挿入状態で1炊冷却材温度が180て以上250て以下
「燃料交換上原子炉の状態が低温停止において、燃料取替作業を行うために、原子炉モードスイッチを「燃料交換」にした場合

、 25

AL52 <所内外通信連絡機能の一部喪失>

原子力事業所内の通信のための設備又は原

子力事業所内と原子力事業所外との通信のた

めの設備の一部の機能が喪失すること。

冷
や
す

とこ
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め
る
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の
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警
戒



EAL

区分

別表3

EAL

番号
AI53

EAL事象

く重要区域での火災・溢水による

安全機能の一部喪失のおそ

れ>

重要区域において、火災又は溢水が発生し、

安全機器等の機能の一部が喪失ナるおそれが

あること。

1 26 原子力災害対策指針に基づく警戒事象(2/2)

・「当該原子力事業所所在市町村」とは、敦賀市をい<地震発生(震度6弱以上)>

当該原子力事業所所在市町村において、震度う。

【原子力事業者からの連絡は不要】6弱以上の地が発生したとき

・「当該原子力事業所所在市町村沿岸を含む津波予報<大津波警報発表>

当該原子力事業所所在市町村沿岸を含む津区」とは、福井県沿岸をいう。
波予報区において、大津波警報が発表されたと【原子力事業者からの連絡は不要】
き

・原子力施設の重要な故障等について、オンサイト総くオンサイト総括が警戒を必要と認める重要

括が警戒を必要と判断し、原子力事業者及び関係地な故障等発生>

方公共団体に対して、警戒本部を設置した旨の連絡オンサイト総括が警戒を"、要と認める当該

があ0たとき。原子炉施設の重要な故障等が発生したとき

・原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響く原子力規制委員会委員長又は委員長代行が

を及ぼすおそれがあることを認知した揚合等、原子警戒本部の設置を判断した場合>

力規制委員会委員長または委員長代行が警戒本部その他鳳子炉施設以外に起因する事象が原子

の設置が必要と判断し、原子力事業者及び関係地方炉施設に影響を及ぼすおそれがあることを認

公共団体に対して、警戒本部を設置Lた旨の連絡が知した場合等、委員長又は委員長代行が警戒本

あ0たとき。部の設置が必要と判断したとき

*1: E S L :;ニマージェンシ・レベノレ

*2: N S L、 NWL :通常冷却材液位

*3:今後は、燃料池水位NWL-50omm以下が計測できる水位計を設置することとし、 EALの説明を見
直す。

(※)「安全機器等」とは、「安全上重要な構築物、系統又は機器」をいい、その種類及び場所等については、
別表3-1-28に示す。

(注)「もんじゅ」特有のEALについては、今後の法令の改正等を踏まえて適宜見直しを行っていく。

説明

「重要区域」とは、安全上重要な構築物、系統又は

機器が設置されている場所として原子力事業者防

災業務計画に定めるものをいう。

「安全機噐等」とは、安全上重要な構築物、系統又

は機器として原子力事業者防災業務計画に定める

ものをいう。

「安全機器等の機能の一部が喪失するおそれ」とは、

火災又は溢水により、安全機器等の機能に支障が生

じ、同一の機能を有,、る系統又は機器のうち使用で

きる系統又は機器が1系統のみとなることをいう。

「火災」とは、もんじゅ内に施設される設備や仮置

きされた可燃性物質(難燃性を含む)が燃焼L、こ

の状態を解消するために消火器、消火設備等を使用

することが必要なものをいう。

「溢水」とは、もんじゅに施設される機器の破損に
よる漏水又は消火栓等の系統の作動による放水が

原因で系統外に放出された液体をいう(滞留水、流

水、蒸気を含む)。

(濁
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別表3

EAL

区分

EAL

番号

SE01

1 27

政令

又は規則

政令

第4条

第4項

第1号

原災法第10条第1項に基づく通報基準及びEAL (1/5)

<敷地境界付近の放射線の上昇>
1.原災法第11条第1項の規定により設置された

放射線測定設備により、 5マイクロシーベルト
/時以上を検出司、ること.ただし、炊の各号の
い',、れかに鮫当司、る堪合は、当該数値は検出さ
れなか0たものとみなす。
(1)以下の排気筒モニタ及び指定エリア千エタ

により検出された数値に異常が認められな
い場合(5マイクロシーベルト/時以上と
な0ている原因を直ちに原子力規制委員会
に報告,る揚合に隈る。)

・排気筒モ=タ
・格納容器工りフモニタ
・燃料出入設備通路エリアモニタ
・燃料池エリアモニタ

(2)当該数値が落雷の時に検出された場合

EAL事象

2.原災法第11条第1項の規定により設置された
放射線測定設備の全てについて5マイクロシー
ベルト/時を下回0ている揚合において、当該
放射線測定設備により、 1マイクロシーベルト
/時以上が検出されているときは、当該各放射
線測定設備における放射線量と原子炉の転等
のための施設の周辺において通報事象等規則第
4条で定めるところにより測定した中性子線の

放射線量とを合計して得た数値が、 5ヤイクロ
シーベルト/時以上のもの巴なうているとき。

ただし、 1マイクロシーベルト/時以上が検

出されているときで、上記 1.(1)又は(2)
に該当,る場合は、当該数値は検出されなかっ
たものとみな,.

このとき、 1.(1)の「 5マイクロシー・ぐ
ルト/時」は、「1マイクロシーベルト/時」
に読み替える。

説明

・「原災注第11条第1項の規定により設置された放
射線測定設備」とは以下の設偏をいう。
Φ千ニタリングポスト 1.2,3,4

・r放射線測定設備により、 5マイクロシーベルト/
時(1マイクロシーベルト/時)以上を検出」とは、
単位時間(2分以内のものとして「1分」とする)
ビとのガンマ線の放射線を測定Lて得た数値が
5?イクロシー、ぐノレト/時(1マイクロシーベルト
/時)以上のときをいう。

・「検出された数値に異常が認められない娼合」とは,
排気筒モニタ及び指定エリアモニタの警報が動作
していない場合又は有意な指示の上昇が認められ
ない場合をいう。

・f侃因を直ちに原子力規制委員会へ報告する場合に
限る」とけ、原子力防災管理者又1ネ原子力肪災管理
者の指示を受けた者が原子力規制委員会へ、上記に
より異常が認められないとして、直接電話連絡によ
り報告した娼合をいう。

・1通報事象等規貝リ第4条で定めるところにより測定
した」とは、中性子線が検出されないことが明らか
になるまでの間、中性子線サーベイメータにより、
中性子線の放射線を測定し、1時間当たりの数値
に換することにより行われることをいう。

・なお、 SE01を判断tる過程において、放射線測
定設備の1基で10分以上継続又は2基以上に0
いて、 5マイクロシーベルト/時を検出した揚合

は、 GE 0 1にも該当,ろ。
この揚合は、 SE01とGE01が同時に検出さ
れたものとして、特定事象(10条)の通報面に
緊急事態事象(15条)にも該当する旨の記載を
行うことにより、 1本化して通報を行うことがで
きる。

SE02

(注)

政令

第4条

第4項

第2号

<通常放出経路での氣体放射性物質の放出>
原子炉の転等のための施設の排気筒その他こ

れらに類する場所に粘いて、当該原子力事業所の区

域の境界付近に達した場合に粉けるその放射能水
準が5マイクロシーベルト/時以上に相当,るも

のとして規貝リ第5条第1項で定める基皐以上の放射

性物質が向条伺項で定めると二ろにより検出され
たとき。

規則

第5条

第1項

SE03

イ 空気中の放射性物質
継続して検出する。)

政令

第4条

第4項

第2号

<通常放出経路での液体放射性物質の放出>

原子炉の運転等のための施設の排水口その他こ
れらに類する場所において、当該原子力事業所の区

域の境界付近に達した場合におけるその放射能水

準が5マイクロシーベルト/時に相当するものと

して規RU第5条第1項で定める基準以上の放射性物

が伺条同項で定めるところにより検出されたと

き。
規則

第5条

第1項

・「排気筒その他二れらに類する場所」とは、以下の

モニタが設置されている場所をいう。

①,k気筒ガスモニタ(ス,ツ共二,計器室(A))

・「当該原子力事業所の区域の境界付近」巴は、もん
じゅの「敷地境界」をいう。

・「放射能水準が1時間当たり5マイクロシーベルト
に相当するものとして通報規貝リ第5条第1項で定

める基準以上の放射性物が同条同項で定めると

ころにより検出されたとき.」とは、排気筒にて測

定される計数率で判断tる。
・なお、 SE02が検出された場合は、伺時にGE

02にも該当する。このため、 SE 02 とGE O

2は同時に検出されたものとして、特定事象 a

0条)の通報書面に緊急事態事象(15条)にも

該当する旨の記載を行うことにより、 1本化して

通報を行うことができる。

・「排水口その他二れらに類,る場所」とは、以下の
モニタが設電されている場所をいう.
①封卜水モニタ(排水モニタ室)

・r当該原子力事業所の区域の境界付近」とは、もんじ
ゆの「敷地境界」をいう。

・放射能水準ボ1時問当たり5マイクロシーベルトに

相当ナるものとして通報規且リ第5条第1項で定める

基準以上の放射性物が同条同項で定めるところに

より検出されたとき。」とほ、放水口にて測定される

計数率で判断する。

・な粉、 SE03が検出された場合は、同時にGEO

3にも肢当する。このため、 SE 03 とGE 03は

同時に検出されたもの七して、特定事象(10条)
の通報書面に緊急事態事象(15条)にも該当する

旨の記載を行うことにより、 1本化して通報を行う

ことができる。

度の測定 a0分間以上

口 水中の放射性物質濃度の測定(10分間以上継
続して検出する。)
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別表3

EAL

区分

1

EAL

番号

27

S E 04

政令

又は規則

政令

第4条

第4項

第3号

(イ)

原災法第10条第1項に基づく通報基準及びEAL (2/5)

く火災爆発等による管理区域外での

放射線の放出>

原子炉の転等のための施設の内部に設定さ

れた管理区域(被ばく放射線量の管理を行うぺ

き区域として規RI」第6条第 1項で定める区域を

いう。)外の場所(政令第4条第4項第2 号で規

定する場所を除く。)において、炊に掲げる放射

線量が規則第6条第2項、第3項及ぴ第4項で

定めるところにより検出されたとき,

EAL事象

イ 50マイクロシーベノレト/時以上の放射線

量a0分間以上継続して検出する。)

S E 05

なお、上記の測定が困難である場合にあ0て、

その状況にかんがみ上記の水漁が検出される蓋

然性が高い場合には、前項にかかわらず当該放

射線又は放射性物質の濃度の水準が検出され

たものとみなt。

・「通報事象等規則第6条第1項で定める区域」と

は、放射線管理区域をいう。

「政令第4条第4項第2号に規定する塀所」とは、

通常放出経路に係る排気筒及ぴ放水口をいう。

・「50マイクロシーベノレト/時以上の放射線量」

とは、原子力防災資機材であるガンマ線測定用

サーベイメータで検出された値が、 50マイク

ロシーベノレト/時以上である場合をいう。

政令

第4条

第4項

第3号

(ロ)

説明

く火災爆発等による管理区城外での

放射性物質の放出>

原子炉の運転等のための施設の内部に設定さ

れた管理区域(被ぱく放射線量の管理を行うべ

き区域として規則第6条第1項で定める区域を

いう。)外の場所(政令第4条第4項第2 号で規

定する場所を除く。)において、炊に掲げる放射

性物質が規則第6条第2項、第3項及び第4項

で定めるところによη検出されたとき。

1コ 当該場所におけるその放射能水準が5マイ

クロシーベルト/時の放射線に相当する

ものとして規則第6条第2項で定める基準

以上の放射性物質の検出。

「通報事象等規則第6条第1項で定める区域」と

は、放射線管理区域をいう。

「政令第4条第4項第2号に規定,、る場所」とは、

通常放出経路に係る排気筒及ぴ放水口をいう。

「その放射能水携が5マイクロシーベルト/時以

上の放射線に相当tるもの」とは、原子力防

災資機材である可搬式ダスト測定関連機器、可

搬式の放射性ヨウ素測定関連機器で検出された

値が水準として5マイクロシーベルト/時に相

当ずる放射性物質を検出した場合をいう。

「規則第6条第2項、第3項及び第4項で定める

ところにより検出」とは以下のΦ及ぴ②をいう。

①検出された放射性物質の種類が明らかで、か

つ、 1種類である場合にあ0ては、その放射

性物質の度が周辺監視区域外の空気中濃度

限度の50倍以上のとき

②検出された放射性物質の種類が明らかで、か

つ、 2種類以上の放射性物質がある場合にあ

つては、それぞれの放射性物質の濃度が周辺

監視区域外の空気中濃度限度の50倍の数値

に対tる割合の和が1以上になるとき

なお、上記の測定が困難である場合にあ0て'、

その状況にかんがみ上記の水準が検出される蓋

然性が高い場合には、前項にかかわら十当該放

射線量又は放射性物質の濃度の水準が検出され

たものとみな,。
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別表3

EAL

区分

1

EAL

番号

27

SE06

政令

又は規則

規則

第7条

第1項

第2号

原災法第10条第1項に基づく通報基準及びEAL (3/5)

<施設内(原子炉外)臨界事故のおそれ>

原子炉の運転等のための施設の内部(原子炉

の本体の内部を除く。)に粉いて、核燃料物質の

形状による管理、質量による管理その他の方法

による管理が損なわれる状態その他の醸界状態

の発生の蓋然性が高い状態にあること。

SE21

EAL事象

規則

第7条

第1項

第1号

表中

ハー(D

く原子炉冷却材漏えいによる

非常用炉心冷却装置作動>

原予炉の運転中に原子炉冷却材をくみ上げる

設備の機能を超える原子炉冷却材の漏えいが発

生すること。

SE23 規則

第7条

第1項

第1号

表中

ハー(2)

・「核燃料物質の形状による管理、質量による管理

その他の方法による管理が損なわれる状態その

他の地界状態の発生の蓋然性が高い状態」とは、

新燃料又は使用済燃料の管理において、所在管

理又はラック等の形状管理ができなくなり、臨

界条件が満たされていると推定される状態をい

つ。

<残留熱除去機能の喪失>

原子炉の運転中に主冷却系による当該原子炉

から熱を除去する機能が喪失した揚合におい

て、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪

失tること。

説明

SE26

(注)

規則

第7条

第1項

第1号

表中

ハー(3)

規則

第7条

第1項

第1号

表中

ハー(4)

・「非常用直流母線がーとな0た場合において、

当該直流母線に電気を供給する電源がーとな

る状態」とは、 A,B,C非常用直流母線のうち電

源供給可能な母線が1母線とな0た場合に、当

該母線に電気を供給している健全な蓄電池又

は充電器(予備充電器を含む)のみとなった場

合をいう。ただし、計画的な作業の場合は除く。

・原子炉の状態が「低温停止」、「燃料交換」にお

いて適用する。

・「当該原子炉を冷却する全ての機能が喪失する」

とは、原子炉容器液面計がスケールダウン(計

測下限値: NSL*2 ・4350mm)した場合をいう。

・「原子炉冷却材をくみ上げる設備の機能を超え

る原子炉冷却材の漏えいが発生する」巴は、漏

えい率が 50vh を上回るナトリウム漏えいが発

生ずる場合をいう。

※廃止措置対応により原子炉の状態を「起動」、

「運転」及ぴ「停止」にできない措置をしてい

るため適用外とtる。

・「主冷却系による当該原子炉から熱を除去tる

機能が喪失した場合において、当該原子炉から

残留熱を除去する機能が喪失,、る」とは、原子

炉トリップ後の残留熟除去機能において、補助

冷却設備の強制循環による除熟機能が全て喪

失した場合をいう。

※廃止措置対応により原子炉の状態を「起動」、

「転」及び「停止」にできない措置をしてい

るため適用外とする。

・「全ての交流母線からの電気の供給が停止」と

は、非常用ディーゼル発電機、起動変圧器及び

予備変圧器からの受電に失敗し、全ての所内高

圧母線が使用不能となることをいう。

SE27

<全交流電源の5分以上喪失(旧基準炉)>

全ての交流母線からの電気の供給が停止L、

かつ、その状態が5分間以上継続すること。

<直流電源の部分喪失>

非常用直流母線がーとな0た場合において、

当該直流母線に電気を供給tる電源がーとなる

状態が5分間以上継続すること。

SE29 規則

第7条

第1項

第1号

表中

ハー伍)

<停止中の原子炉冷却機能の喪失>

原子炉の停止中に当該原子炉を冷却する全て

の機能が喪失すること。
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別表3

EAL

区分

1

EAL

番号

SE30

27

政令

又は規則

規則

第7条

第1項

第1号

表中

ハー(6)

原災法第10条第1項に基づく通報基準及びEAL (4/5)

<使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失>

使用済燃料貯蔵槽の液位を維持できないこ

と又は当該貯蔵槽の液位を維持できていない

北それがある場合において、当該貯蔵槽の液

位を測定できないこと。

EAL事象

SE41 規則

第7条

第1項

第1号

表中

ハー(1の

<格納容器健全性喪失のおそれ>

原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率

が一定時間にわたうて通常の運転及び停止中

において想定される上昇率を超えること。

SE42

・r使用済燃料貯蔵槽の液位を維持できていない」と

は、以下の場合をいう。

①炉外燃料貯蔵槽のナトリウム液位がESL引(NSL

叩一1印0肌)より低下し、放射線モニタの指示値

が有意に上昇している場合をいう。

②燃料池の水位が燃料移送機案内管下端位置(N札

乢一2000肌)より低下し、放射線モニタの指示

値が有意に上昇している場合をいう乢。

・「液位を測定できない」とは、直接的又は間接的な

手段によ0て液面若しくは水面の位置が確認でき

ない場合をいう。

・原子炉の状態が「起動」、「運転」及び「停止」に

おいて適用する。

・「一定時問にわた0て通常の運転及び停止中におい

て想定される」とは、漏えい率が50vhを上回る

原子炉冷却材漏えいが発生した場合をいう。

※廃止措置対応により原子炉の状態を「起動」、「運

転」及ぴ「停止」にできない措置をしているため

適用外と,'る。

・原子炉の状態が、T起動」、「運転」及び「停止」に

おいて適用する。

・「燃料被覆管障壁の喪失」とは、遅発中性子法破損

燃料検出装置による安全保護系の設定値に相当す

る信号が 1ループ当たり2チャンネル以上検出さ

れる場合をいう.

・「原子炉冷却系障壁の喪失」とは、原子炉冷却材の

漏えいによる安全保護系の設定値に相当tる信号

が2チャンネル以上検出される場合をいう。

・「原子炉格納容器障壁の喪失」とは、格納容噐隔籬

信号が動作した場合において、隔離弁のいずれか

1系列以上の全弁が自動及ぴ手動で閉止できな

い、又は隔暁弁の閉止が成功した以降も直按放出

経路がある場合をいう。

※廃止措置対応により原子炉の状態を「起動」、「運

転」及び「停止」にできない措置をしているため

適用外とする。

・「原子炉制御室の環境が悪化」巴は、放射線レベル

や室温の上昇等により、防護具又は局所排気装置

等を用いなければ、運転員が中央制御室の操作盤

で操作できない状態をいう。

・「原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生し

た場合」とは、原子炉で異常な過渡変化等が発生

した状況が進行中である場合若しくは燃料池に関

する異常が発生した場合をいう。

・「原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示

する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警

報装置の機能の一部が喪失する」とは、主に原子

炉を制御する盤又は原子炉以外の原子炉施設を制

御する盤のどちらかの制御盤において、表示等の

消灯蛇ぴに指示計及び記録計の動作停止が起きた

こと、又は警報が消灯したことにより、その制御

盤が使用できない場合をいう。

規則

第7条

第1項

第1号

表中

ハー(11)

説明囲

<2つの障壁の喪失又は喪失の可能性>

燃料被覆管の障壁が喪失Lた場合において

原子炉冷却系の障壁が喪失,'るおそれがある

こと、燃料被覆管の障壁及ぴ原子炉冷却系の

障壁が喪失tるおそれがあること、又は燃料

被覆管の障壁若しくは原子炉冷却柔の障壁が

喪失するおそれがある場合において原子炉格

納容器の障壁が喪失するこ乞。

S E 5 1 規則

第7条

第1項

第1号

表中

ハー(フ)

く原子炉制御室の一部の機能喪失・警報喪失

>

原子炉制御室の環境が悪化し、原子炉の制

御に支障が生じること、又は原子炉若しくは

使用済燃料貯蔵に異常が発生した場合にお

いて、原子炉制御室に設置する原子炉施設の

状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異

常を表示する警報装置の機能の一部が喪失ず

るご主。

冷
や
す

閉
じ
込
め
る

そ
の
他
脅
威



別表3

EAL

区分

1

EAL

番号

27

SE52

政令

又は規則

規則

第7条

第1項

第1号

表中

ハー(8)

規則

第7条

第1項

第1号

表中

ハー四)

原災法第10条第1項に基づく通報基準及びEAI (5/5)

S E 5 3

<所内外通信連絡機能の全て喪失>

原子力事業所内の通信のための設備又は原子

力事業所内と原子力事業所外との通信のための

設備の全ての機能が喪失ずること。

EAL事象

<火災・溢水による安全機能の一部喪失>

火災又は溢水が発生し、安全機器等の機能の

一部が喪失→'ること。

規則 く防護措置の準備及びSE55

第7条 一部実施が必妻な事象発生>

第1項 その他原子炉施設以外に起因する事象が原子

炉施設に影響を及ぼtおそれがあること等放射第1号

性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出さ表中

れ、又は放出されるおそれがあり、原子力事業ハー(12)

所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の

進備及ぴ防護措置の一部の実施を開姑tる必要

がある事象が発生すること。

政令 <事業所外搬での放射線量率の上昇>XSE61

火災、爆発その他これに属する事象の発生の第4条 0計測器等

第4項 ・ガンマ線測定用サーベイメータ際に事業所外搬に使用ずる容器から lm 酢れ

た場所において100マイクロシーベルト/時第4号

以上の放射線量が省令第2条で定めるところに

より検出されたとき。なお、測定が困難である

場合にあ0て、その状況にかんがみ当該永準が

検出される蓋然性が高い場合には、当該放射線

量が検出されたものとみなす。

省令 <事業所外運搬での放射性物漏えい>XSE62

第3条 火災、爆発その他これらに類する事象によ"

省令第3条に定める放射性物質の漏えいが発生

するか、又は当該漏えいの蓋然性が高いとき。

: E S L :二亡マージこ亡ンシ・レベノレ

N S L、 NWL :通常冷却材液位

今後は、燃料池水位NWL-50omm以下が計測できる水位計を設置することとし、 EALの説明を

見直す。

(※)「安全機器等」とは、「安全上重要な構築物、系統又は機器」をいい、その種類及び場所等について

は、呂11表 3 -1 -28 に示す。

本別表における法、政令、省令及び規則は次のとおり。
法:原災法

政令:原子力災害対策特別措置法施行令(平成12年政令第195号)

規則:原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則(平成 24
年文部科学省・経済産業省令第2号)

省令:原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関

する省令(平成24年文部科学省・経済産業省・国士交通省令第2号)
(注)「もんじゅ」特有のEALについては、今後の法令の改正等を踏まえて適宜見直しを行っていく。

0事業所外運搬客器においてL型及びIP-1型は

適用除外とする。

0計測器等

・表面汚染密度サーベイメータ

・「原子力事業所内の通信のための設備又は原子

力事業所内と原子力事業所外との通信のため

の設備の全ての機能が喪失する」とは、原子炉

施設に何らかの異常が発生し、公衆回線、専用

回線、ネットワーク回線等の通信回線の全ての

機能が使用できなくなることをいう。

・「火災」とは、もんじゅ内に施設される設備や

仮置きされた可燃性物質(難燃性を含む)が燃

焼し、この状態を解消するために消火器、消火

設備等を使用することが必要なものをいう。

・「溢水」とは、もんじゅに施設される機器の破

損による漏水又は消火栓等の系統の作動によ

る放水が原因で系統外に放出された液体をい

う(滞留水、流水、蒸気を含む。)。

・「安全機器等の機能の一部が喪失」巴は、火災

又は溢水により、安全機器等の機能に支障が生

じ、同一の機能を有する系統が全て使用できな

くなることをいう。

・「その他原子炉施設以外に起因する事象」とは、

もんじゅ外部からの自然現象の影響や人的行

為によ0て、プラントの安全を維持する機能に

不具合を引き起こずような事象をいう。

・「防護措置の一部の実施」とは、PA2内の施設敷

地緊急事態要配慮者の避難の実施をいう。

説明註)

そ
の
他
脅
威
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機器又ほ系統名

原子炉容器

1炊主冷却系

炉内構造物

卿辰3-1-28 安全上重要な構築物、系統又は機器一覧

ガードベッセル

原子炉停止系(主炉停止系、後備炉

停止系)

2次主冷却系

補助冷劃殿備

1次メンテナンス冷却系

原子炉格納容器

フニュラス循環排気設備

1炊アノレゴンガス孫

安剣鳧為系

非常用ディーゼル発電機

原子炉容器室

1次主冷却系室(A、 B、 C)

原子炉容器室

原子炉容器室

場

リレー室

2炊主循環ポンプ室(A、 B、 C)

補助冷劃殿備空気冷劃曝室(A、 B、 C)

1炊メンテナンス冷却系室

原子炉建物内

アニュラス循環排気装置室

1歌アルゴンガス系圧縮機室(A、 B)

EAι番号

SE42、 GE42

SE29、 GE29

SE42、 GE42

SE42、 GE42

中央制脚室主盤

中央脚脚室原子炉補助盤

中央御脚室空調装置

原子炉補機冷却水設備

原子炉補機冷劃施水設備

SE42、 GE42

GE11

SE51、 GE51

SE29、 GE乞9

備考

リレー室

ディーゼル発電^(A、 B、 C)

SE29、 GE29

SE29、 GE29

SE42、 GE42

SE41、 GEU

SE42、 GE42

SE41、 GE41

充電器(予備充電器含む)

中央制御室

中央制御室

中央制御室空調装置室

補機冷却系室(A、 B、 C)

取水口

非常用個王電気設備室(A、 B、 C)

バッテリー室(A、 B、 C)

炉外燃崇検十蔵槽室

炉外燃料貯蔵槙冷却系室(A、 B、 C)

燃料池エリア

燃料池水冷却謝七系室

廃止措置段階において

対象外

廃止措置段階において

対象外

廃止措置段階において

対象外

菩翻也

炉外燃邪樹蔵槽

炉外燃*樹蔵槽冷却系循環ポンプ

SE41、 GE41

燃半」池

燃料池冷劃聴環ポンプ

GEⅡ

SE26、 GE26

SE51、 GE51

廃止措置段階において

対象外

SE皐、 GE51

SE皐、 GE51

SE26、 GE26

SE26、 GE26

SE27、 GE27

SE27、 GE27

SE30、 GE30

SE30、 GE30

SE30、 GE30

SE30、 GE30



使用済燃料

別表3

照射試験片等(L型及びIP-1型は除く。)

1

な諮、照射試験片等の輸送については、当機構が原子力損害の賠償に関する法律に基づく被保険

者の場合に限る。

29 もんじゅが輸送物の安全に責任を有するもの



別表3-2-30 原子力災害対策活動等に従事する者の安定ヨウ素邦朋艮用基準

内容項目

①.原災法第10条第1項の規定に基づく通報以降、原子力施設内の
エリアモニタで、 0.1msv/hの空間線量率の上昇を検知した場合

服用基準

服用対象者

原子力緊急時対策本部の全要員。ただし、服用不適格者は除く。
なお、慎重投与対象者には投与後、 30分程度観察を行う。

明R用不適格者)

ヨウ素剤過敏症の既往歴のある者

(慎重投与対象者)

造影剤過敏症の既往歴のある者、低補体性血管炎の過敏症の既往歴のあ
る者又は治療中の者及びジューリング萢疹状皮膚炎の既往歴のある者

又は治療中の者

1日、 1回、医療品ヨウ化カリウムの丸薬2丸(ヨウ素量76m容、

ヨウ化カリウム量10 om旦)を服用する。

10日を限度とする。

服用量

服用回数



別表3

(発災:もんじゅ)

折確先

原子力規制庁緊急

時対応センター

(ERC)

緊急時モニタリン

グセンター鷲

2 31

派遣元組織

東京事務所

原子力防災体制発令後における要員の派遣、資機材の貸与

「もんじゅ」

「ふげん」

敦賀地圃且織

基準要員数

2名

若狭地域原子力事

業者支援連携本部
郵

帯電話

1名

2名

1名

眺識「

貸与する資機材

Na1シンチレーション式サーベ

イメータ

電離箱式サーベイメータ
モニタリングカー(ふげん)

表面汚染密度測定用サーベイメータ
可搬型モニタリングポスト

=アサンプラー(ハイボリニーム)
エアサンプラー(ローボリニーム)
ゲルマ=ウム(Ge)検出器
In8ituGe検出器
可搬型Na1ポータプルスペクト
ノレメータ

「ふげん」

敦賀地区組織

プレス対応

原子力防災センタ

基準数量

各1台

敦賀地区組織

13名

2名

実施する主な業務

・事後対策情報の提供

・決定事項の伝達

「もんじゅ」

敦賀地区組織

福井県、敦賀市、

関係周辺都道府

県及ぴ関係周辺

市町村の災害対

策本部

携帯電話

原子力事業者防災業務計画

関評」也榔方災桝画

若狭地域原子力事業者連携に関する

確認

機材・要員用'車両

表面汚染密度測定用サーベイメータ

個^量計

携帯懲舌

1台

2台

1台

5台

3ム

2台

6ム

1台

1台

1ム

・初期モニタリング

・中間モニタリング

・復旧期モニタリング

「もんじゅ」

敦賀地畷出蒙

2名

事業所外運搬に係

る特定事象発生場

所

5名道路地図「もんじゅ」 1式

「発災元副原子力 1名安全解析書 1式

防災管理者」 1台剛舌

敦賀地区組織 2台3名シンチレーション式サーベイメータ

^式サーベイメータ 2台

表面汚染密度測定用サーベイメータ 2台

除染キット 1式

機材・要員用運送車両 1 ""

個^量計 4"

※1:警戒体制発令時においては、関係機関からの要請に応じて派遣tる。

※2:「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」に基6く原子力事業者支援本部が設置され運営開始された後は、若狭

原子力事業者支援連携本部の活動は原子力事業者支援本部の活動に移行する。

「ふげん」とは新型転換炉原型炉ふげんの略称

敦賀地圃n織:「もんじゅ」、「ふげん」を除く敦賀地区各組織及ぴ機構本部その他事業所から敦賀対策本部が調整し派遣。

1名

4名

携帯電話
もんじゅ周辺地図

事故対策規程
系統図及ぴプラント配置図
プラント主要設備概要
プロセス及て防謝線計浸周置図

各1台

1冊

1冊

1式

・環境放射線モニタリング

・避難退域時検査及び除染な

ど

20名携帯電話

・棚奔内への情報提供

・事業者問の要員派遣調整

・オフサイト活動の^、配置

の調整

・環境拠゛線モニタリング

・^j,昆域時検査及び除染など1台

9台

15 "'

各1台

各1台
1式

1式

1式

1式

1式

・緊急時記者発表

・原子力防災センターにおけ

る設営準備

・連箱会議への参加

各1台 ・事故情報の提供

・決定事項の伝達

・技術的事項の支援



別表3

法人の名称

2-32

主たる事務所の所在地

業務の範囲及び

実施方法

原子力防災組織業務の一部を委託するもの

株式会社白木

法人の名称

福井県敦賀市白木1-435-1

主たる事務所の所在地

緊急時対策活動の現場で機器損傷等の想定外事象が発生
した場合における代替ポンプ等の設置及ぴ運転
上記の業務に付帯する業務

業務の範囲及び
実施方法

株式会社ナスカ

法人の名称

茨城県那珂郡東海村大字村松3115-6

主たる事務所の所在地

・ホイルローダーを使用した瓦礫等の障害物の除去
・ホイルローダーを使用した電源車燃料運搬経路の確保
・上記の業務に付帯する業務

業務の範囲及び

実施方法

高速炉技術サービス株式会社

福井県敦賀市中央町2-2-2

・移動式電源車を使用した電源復旧作業、給油作業
・上記の業務に付帯する業務



EAL

区分

別表3

EAL

番号

GE 0 1

3

政令

又は規則

政令

第6条

第3項

第1号

33 原災法第15条第1項に関する報告基準及びEAL (1/4)

<敷地境界付近の放射線量の上昇>

原災注第11条第1項の規定により設置され

た放射線測定設備について、 5マイクロシーベ

ルト/時以上の放射線量が検出されたときであ

うて、放射線量が2地点以上において又は1地

点において10分間以上継絖Lて検出された塀

合に限る。

ただし、当該数値が落雷の時に検出された場

合を除く。

EAL事象

GE02 政令

第6条

第4項

第1号

<通常放出経路での気体放射性物質の放出>

原子炉の転等のための施股の排気筒その他

これらに類tる場所において、当該原子力事業所

の区域の境界付近に達した場合におけるモの放

射能水遭が5マイクロシーベルト/時以上に相

当tるものとして規則第5条第1項で定める基準

(規則第5条第1項の表の中欄の値)以上の放射性

物質が同条伺項で定めるところにより検出され

たとき。

規則

第12条

・「原災法第11条第1項の規定により設置され

た放射線測定設備」とは以下の設備をいう。

①モニタリングポスト 1,2,3,4

・「5マイクロシーベルト/時以上の放射線量が

検出されたときであうて」とは、 SE01に該

当,'ると判断したときをいう.

・「1地点において10分間以上継続して検出さ

れた場合」とは、放射線測定設備の1基で検出

値が5マイクロシーベルト/時以上となうて

いる状態が、 10分以上継続した場合をいう。

GE03

説明 (注)

政令

第6条

第4項

第1号

イ 空気中の放射性物質濃度の測定(10分間

以上継続して検出する。)。

<通常放出経路での液体放射性物質の放出>

原子炉の運転等のための施設の排水口その他

二れらに類,、る場所において、当該原子力事業所

の区域の境界付近に達した場合におけるその放

射能永準が5マイクロシーベルト/時以上に相

当するものとして規則第5条第1項で定める基準

(規則第5条第1項の表の中欄の値)以上の放射性

物質が同条同項で定める巴ころにより検出され

たとき,

規則

第12条

・ GE 02は、 SE 02 と同じ基準である。この

ため、判断及び発生報告の取扱いは、 SE02

に準゛る。

GE04 政令

第6条

第3項

第2号

口

く火災爆発等による管理区域外での

放射線の異常放出>

原子炉の運転等のための施設の内部に設定さ

れた管理区域(被ばく放射線量の管理を行うべき

区城巴して規則第6 条第 1 項で定める区域をい

う。)外の場所(政令第4条第4項第2号で規定す

る場所を除く。)において、次に掲げる放射線量

が検出されたとき。

水中の放射性物質濃度の測定(10分間

以上継続して検出する。)。

・ GE 03は、 SE03 と同じ基準である。この

ため、判断及び発生報告の取扱いは、 SE03

に準ずる。

イ

なお、測定が困難である場合にあ0て、その状

況にかんがみ上記の水準が検出される蓋然性が

高い場合には、検出されたものとみなす。

5ミリシーベルトノ時以上の放射線

量a0分間以上継続Lて検出する。)。

「通報事象等規則第6条第1項で定める区域」

とは、放射線管理区域をいう。

「政令第4条第4項第2号に規定する場所」と

は、通常放出経路に係る排気筒及び放水口をい

つ。

「5ミリシーベルト/時以上の放射線量」とは、

原子力防災資機材であるガンマ線測定用サー

ベイメータで検出された値が、 5ミリシーベル

ト/時以上である場合をいう。

.

放
射
線
量
・
放
射
性
物
質
放
出



EAI

区分

別表3

EAL

番号

3

GE05

政口

又は規則

政令

第6条

第4項

第2号

33 原災法第15条第1項に関する報告基準及びEAL (2/4)
卑

く火災爆発等による管理区域外での

放射性物質の異常放出>

原子炉の運転等のための施設の内部に設定さ

れた管理区域(被ばく放射線量の管理を行うべき

区域として規則第 6 条第 1項で定める区域をい

う。)外の場所(政令第4条第4項第2号で規定す

る場所を除く。)において、歌に掲げる放射性物

質が検出されたとき。

EAL事象

口 当該場所におけるその放射能水準が50

0マイクロシーベルト/時の放射線量に相

当するものとして規則第6条第2項で定め

る基準の100倍以上の放射性物質の検出。

r通報事象等規則第6条第1項で定める区域」

とは、放射線管理区域をいう。

「政令第4条第4項第2号に規定する場所」と

は、通常放出経路に係る排気筒及ぴ放水口をい

な北、測定が困鯉である場合にあ0て、その状

況にかんがみ上記の水準が検出される蓋然性が

高い場合には、検出されたものとみなt。

説明

ワ。

.!その放射能水準が500マイクロシーベルト

/時以上の放射線量に相当するもの」とは、原

子力防災賣機材である可搬式ダスト測定関連

機器、可搬式の放射性ヨウ素測定関連機器で検

出された値が水準として500マイク壯シー

ベルト/時に相当tる放射性物質を検出した

揚合をいう。

・「規則第6条第2項で定める基準の100倍以

上の放射性物質の検出」とは以下の①及ぴ②を

、、う。

①検出された放射性物質の種類が明らかで、

かつ、 1種類である場合にあ0ては、その

放射性物質の濃度が周辺監視区域外の空気

中濃度限度の5000倍以上のとき

②検出された放射性物質の種類が明ら小で、

かつ、 2種類以上である場合にあっては、

それぞれの放射性物質の濃度が周辺監視区

域外の空気中濃度限度の5000倍の数値

に対する割合の和が1以上になるとき

(注)

政令

第6条

第4項

第3号

<施設内(原子炉外)臨界事故>

原子炉以外に枯いて核燃料物質が匪界状態(原

子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。)

にあるとき。

<原子炉停止の失敗又は停止確認不能>

原子炉の非常停止が必更な場合において、制御

棒の挿入(電動駆動による挿入を除く。)により原

子炉を停止tることができないこと又は停止した

ことを確認することができないこと。

規則

第14条

表中

ハーa)

・「核燃料物質が醸界状態にあること」とは、核

分裂による中性子線又はガンヤ線を検出Lた

場合をいう。

・「原子炉の非常停止が必要な場合」とは、原子

炉で異常な過渡変化等が発生し、原子炉施設の

パラメータが原子炉トリップ設定値に達した

堀合をいう。

・「制御棒の挿入(電動駆動による挿入を除く。)

により原子炉を停止,'ることができないこと

又は停止したことを確認することができない

こと。」とは、原子炉の運転中において、原子

炉の非常停止が必要な場合に、以下のいずれの

制御棒動作によ0ても制御棒が挿入されない

場合をいう。

D原子炉自動トリップ(主炉停止系、後備炉停止

系)

2)原子炉手動トリップ

3)原子炉トリップ遮断噐の手動開放による原子

炉トリップ

4)制御棒駆動機構による制御棒挿入

※廃止措置対応により原子炉の状態を「起動」、

「運転」及び「停止」にできない措置をしてい

るため適用外とする、

放
射
線
量
・
放
射
性
物
質
放
出



EAL

区分

別表

EAL

番号

GE23

3-3-33

政令

又は規則

規則

第14条

表中

ハー(2)

原災法第15条第1項に関する報告基準及びEAL (3/4)

(注)EAL事象 説明

<全ての冷却機能の喪失>

原子炉の転中において、原子炉を冷

却する全ての機能が喪失すること。

GE26 規則

第14条

表中

ハー(4)

GE27

く全交流電源の30分以上喪失(旧基準

炉)>

全ての交流母線からの電気の供給が停

止し、かつ、その状態が30分問以上継

続司'ること。

<全直流電源の5分以上喪失>

全ての非常用直流母線からの電気の供

給が停止し、か0、その状態が5分間以

上継続すること。

<炉心損の検出>

炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容

器内の放射線量又は原子炉容器内の温度

を検知ずる二と。

規且"

第14条

表中

ハー(励

GE28

・「原子炉を冷却する全ての機能が喪失」とは、原子炉ト

リップ後の残留熱除去機能において、補助冷却設備の強

制循環及ぴ自然循環モードによる除熱機能が喪失し、さ

らにメンテナンス冷却系による除熱機能が喪失した場

合をいう。

※廃止措置対応により原子炉の状態を「起動」、「運転」

及ぴ「停止」にできない措置をしているため適用外と

する。

・「全ての交流母線からの電気の供給が停止」とは、非常

用ディーゼル発電機、起動変圧噐及び予備変圧器からの

受電に失敗し、全ての所内高圧母線が使用不能とな0た

ことをいう。

規則

第14条

表中

ハー{田

<格納容器圧力の異常上昇>

原子炉格納容器内の圧力又は温度が当

該格納容噐の設計上の最高使用圧力又は

最高使用温度に達tること。

GE29 規則

第14条

表中

ハー(フ)

「全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止」とは、

A,B,C非常用直流母線の全ての直流母線が使用不能とな

0たこ巴をいう。

GE30

<停止中の原子炉冷却機能の完全喪失>

原子炉の停止中に原子炉容器内の照射

済燃料集合体の建出を示す原子炉容器内

の液位の変化その他の事象を検知するこ

と。

規則

第14条

表中

ハー(8)

・原子炉の状態が、「起動」、「運転」及び「停止」におい

て適用する。

・「炉心の損傷の発生を示t原子炉格納容器内の放射線量

又は原子炉容器内の温度」とは、原子炉格納容器内の格

納容器高レンジ=りフモニタの線量率及び原子炉容器

出ロナトリウム温度が基準値以上とな0た場合をいう。

※廃止措置対応により原子炉の状態を「起動」、「運転」及

ぴ「停止」にできない措置をしているため適用外とする。

・原子炉の状態が「低温停止」、「燃料交換」において適用

司、る。

・「原子炉容器内の照射済燃料集合体の露出を示す原子炉

容器内の液位の変化その他の事象」とは、原子炉容器出

口配管上端高さ(NSL、】・490omm)まで低下(主冷却

系のナトリウム流動停止を確認)した場合をいう。

・「使用済燃料貯蔵槽」とは、炉外燃料貯蔵槽及び燃料池を

レ、う。

・炉外燃料貯蔵のナトリウム液位が、燃料集合体の発熱

部上端(NSL机一2035血)より低下L、放射線モニタの指

示値が有意に上昇している場合をいう。

・燃料池の水位が缶詰缶頂部位置(N乢、'ーフ250間)より

低下し、放射線モニタの指示値が有意に上昇している場

合を、、う*26

・原子炉の状態が「起動」、「運転」及ぴ「停止」において

適用tる.

・「当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使用温

度」とは、以下をいう。

Φ最高使用圧力は、 49kpa(E開e)

②最高使用温度は、150て

※廃止措置対応により原子炉の状態を「起動」、「運転」及

ぴ「停止」にできない措置をしているため適用外とする。

く使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・

放射線放出>

使用済燃料貯蔵槽の液位が照射済燃料

集合体の頂部から上方 2mの液位まで低

下tること、又は当該液位まで低下して

いるおそれがある場合において、当該貯

蔵槽の液位を測定できないこと。

GE41 規則

第14条

表中

ハー(3)閉
じ
込
め
る



EAL

区分

別表3
EAI

番号

GE42

3

政令

又は規則

規則

第14条

表中

ハー(10)

0事業所外運搬容器においてL型及びIP-1型は適
用除外とする。

33 原災法第15条第1項に関司、る報告基準及びEAL

EAL事象 説

<20の障壁喪失及ぴ10の障壁の喪失

又は喪失の可能性>

燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が

喪失した場合において、原子炉格納容器の障壁

が喪失する粘それがあること。

GE51

<住民の避熊を開始tる必要がある事象発生>

その他原子炉施設以外に起因司、る事象が原子

炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放

射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出さ

れ、又は放出されるおそれがあり、原子力事業

所周辺の住民の避難を開始する必襄がある事象

が発生tること.

規則

第14条

表中

ハー(9)

・原子炉の状旭が、「起動」、「運転」及ぴ「停止」

において適用tる。

・「燃料被覆管障壁の喪失」とは、遅発中性子迭破

損燃料検出装置による安全保護系の設定値に相

当する信号が 1ループ当たり2 チャンネル以上

検出される場合をいう。

・「原子炉冷却系障壁の喪失」とは、原子炉冷却材

の漏えいによる安全保護系の設定値に相当する

信号が2チャンネル以上検出される場合をいう。

・「原子炉格納容器障壁の喪失」とは、挌納容器隅

傑信号が動作した場合において、隔解弁のいず

れか1系列以上の全弁が自動及び手動で閉止で

きない、又は隔既弁の閉止が成功した以降も直

接放出経路がある場合をいう。

※廃止措置対応により原子炉の状態を「起動」、「運

転」及ぴ「停止」にできない措置をしているた

め適用外とする。

・「原子炉制御室が使用できなくなる」とは、放射

線レベルや室温の異常な上昇により中央制御室

からの退避が必要な場合をいう。

・「原子炉施設に異常が発生した場合」とは、原子

炉で異常な過渡変化等が発生した場合をいう。

・「原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表

示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示す

る警報装置の全ての機能が喪失すること」とは、

主に原子炉を制御する盤及び原子炉以外の原子

炉施設を制御,る盤の両方において、表示等の

消灯並びに指示計及び記録計の動作停止が起き

たこと、又は警報が消灯したことにより、その

制御盤が使用できない場合をいう。

・「モの他原子炉施設以外に起因ずる事象」とは、

もんじゅ外部からの自然現象の影響や人的行為

によ0て、プラントの安全を維持tる機能に不

具合を引き起こすような事象をいう。

・「原子力事業所周辺の住民の避難を開始,る必要

がある事象」とは、影響範囲が敷地外に及ぶと

原子力防災管理者が判断した事象をいう。

<原子炉制御室の機能喪失・警報喪失>

中央制御室が使用できなくなることにより、

中央制御室からの原子炉を停止する機能及び冷

温停止状態を維持する機能が喪失すること又は

原子炉施設に異常が発生した場合において、中

央制御室に設置tる原子炉施設の状態を表示す

る装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警

報装置の全ての機能が喪失すること。

(4/4)

(注)明

0事業所外運搬容器においてL型及びIP-1型は適
用除外と,'る。

GE55 規則

第14条

表中

ハー(11)

<事業所外運搬での放射線量率の異常上昇>政令XGE61
0計測器等

第6条 火災、爆発その他これに属する事象の発生の
・ガンマ線測定用サーベイメータ

際に事業所外運搬に使用する容器からlm離れた第3項

場所において10ミリシーベルト/時以上の放第3号

射線量が省令第 2 条で定めるところにより検出

されたとき。なお、測定が困難である場合にあ

0て、その状況にかんがみ当該水準が検出され

る蓋然性が高い場合には、当該放射線量が検出

されたものとみなt。

0計測器等<事業所外運搬での放射性物の異常漏えい>省令XGE62

・表面汚染務度サーベイメータ事業所外運搬の場合にあっては、火災、爆発第4条

その他二れらに類司、る事象により省令第 4 条に

定める放射性物質の漏えいが発生するか、又は

当該漏えいの蓋然性が高いとき。

*1: N S ι、 NWL :通常冷却材液位
2;今後は、燃料池水位NWL・50omm以下が計測できる水位計を設置することとし、 EALの説明を見直す。

本別表における法、政令、省令及び規則は挨のとおり。
法:原災法
政令:原子力災害対策特別措置法施行令(平成12年政令第195号)
規卸上原子力災害対策特別措置法に基6き原子力防災管理者が通報すぺき事象等に関,、る規則(平成24年文部科学省・経済産業省

令第2号)
省令:原子力災害対策特別措置法に基dき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関tる省令(平成N年
文部科学省・経済産業省・国土交通省令第2号)
(注)「もんじゅ」特有のEA工にっいては、今後の法令の改正等を踏まえて適宜見直しを行うていく。
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(発災:
派遣先

原子力規制庁緊

急時対応センタ

ー(ERC)

原子力防災セン
ター

別表3

もんじゅ)
湘宜テ酔^

東京事務所

3-34 緊急事態応急対策における要員の派遣、資機材の貸与
(原災法第15条第2項の原子力緊急事態宣言発出以降)

「もんじゅ」
「ふげん」

敦賀地区組織

基準要員数

2名

合同対策協議会

事業者支援連携
(原子力防災セ

ンター内)

携帯電話

4名

3名
4名

貸与する資機材

敦賀地区組織

携帯電話
もんじゅ周辺台姻

事故刻策規程
系統図及ぴプラント抑暦団
プラント主契設備概襄
プ0セス及て防謝線計測配置図

緊急時モニタリ
ングセンター

敦賀地國且織

人員輸送車両

「もんじゅ」
「ふげん」

敦賀地区組織

基準数量

各1台

1名

2名

携帯電話

原子力事業者支
援本部

実施する主な業務

・事後対策情報の提供

・決定事項の伝達

要員・
携帯剛舌
原子力事業者防災業務計画
関評、自治体地廊方災言値

賀地区本部

1名

2名

1名

・総合^の協力

・住民への広報支援の樒力

・プレス対応

・拠す線彫響評価、予測の協力

・事故状測巴握、進展予測の協

力

・原子力防災センターにおける

管理の協力

・ナ也城住民等の避鮒昔置への協

力

・関係機関との調整

・情報の共有化

・原子力災害合同対策控議会か

ら要請されるオフサイト活

動の事業者閻連携

・原子力事業者支援本部への情

報連絡

・初期モニタリング

・中間モニタリング

・環境放射線モニタリング
・避難i昌郷寺検査及び除染など

車

「ふげん」
敦賀地國^

Na1シンチレーション式サーベイ

メータ

電離箱式サーベイメータ
モニタリングカー(ふげん)
麦面汚染密度測定用サーベイメータ
可搬型モ=タリングポスト

エアサンプラー(ハイボリューム)

=アサンプラー(ローボリニーム)
ゲルマ=ウム(Ge)検出器
In 8itu Ge検出器
可搬型Ne1ポータブノレスペクトノレ
メータ

福井県、敦賀

市、関係周辺都

道府県及び関

係周辺市町村

の災害対策本

部

事業所外運搬に
係る特定事象発
生場所

2台

各1台

「もんじゅ」
敦賀地区組織

1台

各1名
1式

1式

13名

2名 原子力事業者防災業務計画
関評、地劇坊災計画

若狭地城原子力事業者連携に関する

確認書

機材・要員用輸送車両

表面汚染密度測定用サーベイメータ

個人線量計

携帯電話

口

1台

「もんじゅ」
「発災元副原子力

防災管理者」

敦賀地野磯

2 '、

1台
5 '、

3台

2ム

6台

1台

1 '、

1台

20名

「ふげん」とは新型転換炉原型炉ふげんの略称

敦賀地区ま且織:「もんじゅ」及び「ふげん」を除く敦賀地区各組織及ぴ機構本部その他事業所から敦賀対策本部が調整し派遣。

5名
1名

各1台
1冊
1冊

1式

道路地図

安全解析書
携帯電話
シンチレーション式サーベイメータ

詔離箱式サーベイメータ
表面汚染密座測定用サーベイメータ
除染キット
機材・要員用輸送車両
個^量計

3名

・機構内への情報提供
・事業者問の要員浦宜窮整
・オプサイト活動の人員、配置

の調整

・環境拠す線千ニタリング
・避緒'邑^検査及び除染なぞ1ム

9台

15 "'

各1台 ・事故情報提供
・決定事項等の伝達
・技術的事項の支援

1式

1式

各1台

2台

2台

2台

1式

1 "'

4台

台
式
式
式
式
式

各 ー
ー
ー
ー
ー
ー



別表4

(発災

派遣先

原子力規制庁緊

急時対応センタ

(ERC)

緊急時モニタリ

ングセンター

もんじゅ)

派遺元組織

東京事務所

2

1台

9台

15 "▲

35 原子力災害中長期対策における要員の派遣、資機材の貸与
(原災法第15条第4項の原子力緊急事態解除宣言後)

「もんじゅ」

「ふげん」

敦賀地区#且織

基準要員数

2名

漂子力防災セン

ター

中長期対策組織

等(汚染検査、

汚染除去に関す

る事囿

原子力防災セン

ター

中長期対策組織

等(広報活動に

関する事囿

携帯電話

貸与する資機材

Na1シンチレーション式サーベイ

メータ

電離箱式サーベイメータ
モニタリングカー(ふげん)
表面汚染密度測定用サーベイメータ
可搬型モニタリングポスト
エアサンプラー(ハイボリューム)

エアサンプラー(ローボリューム)
ゲルマニウム(Ge)検出器
Insitu Ge検出器
可搬型Na1ポータブルスペクトノレ
メータ

「もんじゅ」

「ふげん」

敦賀地区組織

「もんじゅ」

敦賀地区組織

基準数量

各1台

原子力防災セン

ター

中長期対策組織

等(住民相談窓

口の設置に関す

る事吻

3名

4名

1名

実施する主な業務

・中長期対策情報の提供

・決定事項の伝達

要員・機材輸送車

表面汚染密度測定用サーベイメータ

スミヤろ紙

ウエス

1台

rもんじゅ」

「ふげん」

敦賀地区罪且織

2 '、

1台

5ム

3ム

2台

6ム

1台

1台

I i、

・復旧期モニタリング

1名

3名

原子力事業者支

援本部

原子力事業樹坊災業務計画

汚染状況概要図

要員・樹1'輸送車

日本原子力発電

騰敦賀地区本部

「ふげん」

敦賀地区ネ且織

1名

1名

2名

「ふげん」とは新型転換炉原型炉ふげんの略称

敦賀地区組織:「もんじゅ」、「ふげん」を除く敦賀地区名組織及び機構本部その他事業所から敦賀対策本部が調整し派遣

1台

4台

1式

1式

原子力事業者防災業務計画

・復旧期環境放射線モニタリン

グ

・避鮭i艮榔寺検査及て内徐染など

13畠

2名

1冊

1式

1台

携帯餅舌
原子力亭業者防災業務計画
関評地榔方災計画

若狭地域原子力事業者連携に関,る

確認書

機材・襄員用輸送車両

表面汚染密度測定用サーベイメータ

個人線,

・中長期対策組織の設営準備

・もんじ゛現地対策本部と中長

期対策組織との情報交換

・対策の実施状況の広報資半1の

作成

・ヨこ者発表の実施

1冊 ・事故情報等に関する問い合せ

対応

・汚染状況等に関する問い合せ

対応

・事故対策本部への協力

・被災者の損害賠償請求等に関

する私小、合わせ対応

・棚巷内への情報提供
・事業老'問の要員派遣調整
・オフサイト活動の^、配置
の弱整

・環1尭放,t線モニタリング

・避黨邑域時検査及U畭染など

各1台

1冊

1冊

1式

名
名
名

1
 
2
 
1



別表5

況遣先

緊急時モニタリ

ングセンター

1 36 福井県内原子力事業所の緊急事態応急対策等における要員の派遺、資機材の貸与(ν4)
(関西電力(株)又は日本原子力発電(株)が発災事業者の場合)

派遣元組織

「もんじゅ」

「ふげん」

敦賀地区組織

基準要員数

6名

2名

9名

貸与する資機材

壬ニタリングカー

Na1シンチレーション式サーベ

イメータ

電雌箱式サーベイメータ

表面汚染密度測定用サーベイメー

タ

可搬型モ=タリングポスト

エアサンプラー(ハイボリニーム)

エアサンプラー(ローボリニーム)

ゲルマニウム(Ge〕検出器

Insitu Ge検出器

可搬型Na1ポータプノレスペクト

ノレメータ

事業者支揺重携

(原子力防災セ

ンター内)

敦賀地嘩^

若狭地域原子力

事業者支援連携

本部劫擡2

基準数量

2台

実施する主女業務

・初期モニタリング

・中期モニタリング

・復旧期モニタリング1台

「もんじゅ」

「ふげん」

敦賀地区組織

2台

5台

1名 要員・機材'用輸送車

携帯電話

原子力事業者防災業務計画

関俳、地燐方災計画

3台

2台

6台

1台

1台

1台

1式・自治体医療本部等からの受入「もんじゅ」 2名もんじゅ

才唖請に対応した原子力災緊急処置施設

害医療協力

※1:「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」に基づく原子力事業者支援本部が設置され運営開始された後は、若狭地域原子力事

業者支援連携本部の活動は項子力事業者支援本部の活動に移行する。

※2:関西電力繍美浜発電所が発災事業所の揚合:関西電力繍美浜整備センター

開西電力蝉大飯発電所又は高浜発電所が発災事業所の揚合:関西電力麟原子力研修センター

白本原子力発電株が発災事業者の場合.原子力機構櫛川寮別館(2019年3月末まで)、原子力緊急時支援・研修センター福井支所(2019

年4月以降)

※3:機材の貸与は陸路を基本とし、確実に支援が行える輸送経路をも0て輸送を行う。

「ふげん」とは新型転換炉原型炉ふげんの略称

敦賀地嘩R織:「もんじゅ」、「ふげん」を除く敦賀地区各組織及ぴ機構本部その他事業所から敦賀対策本部が調整し派遣。

・1幾構内への情報提供

・事業者間の要員派遣弱整

・オフサイト活動の人員、配置

の調整

・環境拠す線モニタリング

・避難退域時検査及割徐染など

5名

5名

5名

携帯電話

原子力事業者防災業務計画

関評地堤方災計画

若狭地域原子力事業者連携に関,、

る確認

資機材'・要員用輸送東両

表面汚染密度測定用サーベイメー

タ

個^量計

除染器具(敦賀廃止措置実証本訟

高圧洗浄機(敦賀廃止措置実証本

部)

、,J&置施設内設備及び資機材

1台

6台

1台

各1台

1式

1式

・原子力災害合同対策協議会か

ら要請されるオフサイト活動

の事業者間連携

・若狭地域原子力事業者支援連

携本部櫛への情蜘童絡

10 ""

1式

1台

各1台

1柵

1冊

1式



別表5

<原子力防災体制発令後>
栃確先 派遺元組織

緊急時モニタリ「もんじゅ」

敦賀地隣^ングセンター

1 36 福井県内原子力事業所の緊急事態応急対策等における要員の派遣、資機材の貸与他/4)
(「ふげん」が発災場所の場合)

基講要員数

3名
1名

「もんじゅ」 各1台・機構内への情報提供若狭地城原子力 10名 携帯棚舌

9台・事業老間の要員派遣調整事業者支援連携 表面汚染密度測定用サーベイメータ敦賀地区闇織 5名

15台・オフサイト活動の人員、配置本部必 個^計

の調整

・環境放身,線モニタリング

・避難倒或時検査及U歌染など

※:「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」に基dく原子力事業者支援本部が設置され運営開始された後は、若狭地域原子力事

業者支援連携本部の活動は原子力事業者支援本部の活動に移行tる。

「ふげん」とは新型転換炉原型炉ふげんの略称

敦賀地嘩R織:「もんじゅ」、「ふげん」を除く敦賀地区各組織及び機構本部その他事業所から敦賀対策本部が調整し派遣。

貸与する資機材

モニタリングカー

Na1シンチレーション式サーベイ

メータ

電雛箱式サーベイメータ

表面汚染密度測定用サーベイメータ

可搬型モニタリングポスト

エアサンプラー(ハイボリューム)

エアサンプラー(ローボリューム)

ゲルマニウム(Ge)検出器

In8itu Ge検出器

可搬型Na 1ポータブノレスペクトノレ

メータ

日本原子力発電

株敦賀地区本部

20

5台

3台

2台

6 '・'

1 '、'

1台

1台

基準数量

1台

1 ""

実施する主な業務

・初期モ牛タリング

・中期モ=タリング

・復旧期モ=タリング



別表5

く原災法
派遣先

原子力防災セン
ター

1 36

15条第2項の原子力緊急事態宣言発出以降>
所値元組織 基準要員数 貸与する資機材

「もんじゅ」 4名携帯電話
「ふげん」 3名

敦賀地区組織 4名

福井県内原子力事業所の緊急事態応急対策等における要員の派遣、資機材の貸与(3/0

(「ふげん」が発災場所の場合)

事業者支援連携
(原子力防災セ

ンター内)

廉急時モニタリ

ングセンター

「もんじゅ」
敦賀地区組織

「も人ノじゅ」
敦賀地区組織

1名

3名

携帯駐舌

若狭地域原子力
事業者支援連携
本部讐

3名

1名

各1台・棚奔内への情報提供携帯電話10名

9台・事業者問の要員派遣調整表面汚染密度測定用サーベイメータ5名

15台・オフサイト活動の^、配置の個^

調整

・環境放,,線モニタリング

・避難i艮城時検査及び除染なぞ

緊急処置施設内設備及び資機材「もんじゅ」 1式・自治体医療本部等からの受ユ'1もんじゅ 2名

要請に対応した原子力災害緊急処置施設

医療

※:「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」に基づく原子力事業者支援本部が設置され運営開始された後は、若狭地域原

業者支援連携本部の活動は原子力事業者支援本部の活動に移行する。

「ふげん」とは新型転換炉原型炉ふげんの略称

敦賀地区組織:「もんじゅ」、「ふげん」を除く敦賀地区名組織及び機構本部その他事業所から敦賀対策本部が調整し派遺。

モニタリングカー

Na1シンチレーション式サーベ

イメータ

電雛箱式サーベイメータ

表面汚染密度測定用サーベイメータ

可搬型モ=タリングポスト

エアサンプラー(ハイボリニーム)

エアサンプラー(ローボリューム)

ゲルマ=ウム(Ge)検出器

In 8itu Ge検出器

可搬型Na1ポータプノレスペクト

ノレメータ

畷霊湖

基準数量

各1台

!もんじゅ」

敦賀地嘩^

1 '、

1 '、

実施司、る主な業務
・総合^の

・住民への広報支援の協力
・プレス対応
・放射線影響評価、予測の諮力
・事故状況把握、進展予測の協力
・原子力防災センターにおける
管理の協力

・原子力災害含同対策協議会か
ら要請されるオフサイト活動
の事業者問連携

・若狭地域原予力事業者支援連
携本部への情報連絡

・わ醐モニタリング

・中期モニタリング

・復旧期モニタリング

2ム

5 '、

3 '、

2台

6台

1台

1台

1台



別表5

く原災法
栃磧先

祭急時モニタリ

ングセンター

1 36

15条第4項の原子力緊急事態解除宣言後>
貸与する資樹オ派遣元組織 基準要員数

rもんじゅ」 3名モニタリングカー

1名 Na1シンチレーション式サーベイ敦賀地区組織

メータ

電院箱式サーベイメ」、タ

表面汚染密度測定用サーベイメータ

可搬型モニタリングポスト

=アサンプラー(ハイボリニーム)

エアサンプラー(ローボリニーム)

ゲルマニウム(Ge)検出器

In 8itu Ge検出器

可搬型Na1ポータプノレスペクトル

メータ

福井県内原子力事業所の緊急事態応急対策等における要員の派遣、資機材の貸与(4/4)
(「ふげん」が発災場所の場合)

中長期対策ネ且織

等(汚染検査、

汚染除去に関す

る事囿

中長期対策組織

等(住民相談窓

口の設置に関す

る事項)

若狭地域原子力

事業者支援連携

本部憂

「も人ノじゅ」
「ふげん」

敦賀地畷^

・汚染状況等に関する問い合せ

対応

各1台・樹蕎内への情報提供携帯電話「もんじゅ」 10名

9台・事業者間の襄員派遣調整表面汚染密度測定用サーベイメータ敦賀地区#且織 5名

15台・オフサイト活動の人員、配置個^量計

の調整

・環境放,・1線モニタリング日本原子力発電

・避網"艮廊寺検査及U畭染など妹敦賀地区本

※.「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」に基づく事業者支援本部が設置され運営開始された後は、若狭地城原子力享業者支

援連携本部の活動は原子力事業者支援本部の活動に移行する.

「ふげん」とは新型転換炉原型炉ふげんの略称

敦賀地区組織:「もんじゅ」、「ふげん」を除く敦賀地区各組織及び機構本部その他事業所から敦賀対策本部が調整し派遣。

「もんじゅ」
「ふげん」

敦賀地区ゑ叫哉

基準数量

1 '、

1 '、

・復旧環境放射線モニタリング

・避難退域時検査及U畭染など

6右

1名

1名

実施する主な業務

・復旧期モニタリング

2台

1名

1名

2名

6台

1台

1台

1台

・事故情報等に関する問い合せ

対応

台
台
台

5
 
3
 
2



(原子力災害対策要員の派遣、
湘轡且織Oi6宜先

要請を受けた事「もんじゅ」

rふげん」業所

敦賀地國且織

牙1辰5-2-37 樹ギ県外の原子力事業三斤又は他の原子力事業都導i苦物4凌全こ責任を有司、る
事芽折外運隈Pに発生した原子力緊急事態等ιこおける要員の湘宣、資機材の貸与

資機材の貸与)
基準要員数原子力防災資機材及ぴ資事樗の貸与

6名モニタリングカー

3名シンチレーション式サーベイメータ

6名^サーベイメータ

麦面汚染密度測定用サーベイメータ

可搬式モニタリングポスト

可搬式ダストサンプラ

個人線量計

事業所外運搬に

係る特定事象発

生場所

(もんじゅ付近

で発災Lた場

合)

「もんじゅ」

「ふげん」

敦賀地國且織

「ふげん」巴は新型転換炉原型炉ふげんの略称

敦賀地区闇織:「もんじゅ」、「ふげん」を除く敦賀地区儲且織及び機構本部その他事業所から敦賀対策本部が調整し派遣。

2名

2名

3名

携帯電話

シンチレーション式サーベイメータ

詔離箱式サーベイメータ

表面汚染密度測定用サーベイメータ

除染キット

機材・要員用運送車両

個人線量計

基準数量

2台

4台

9台

9 '、

3ム

5 '、

150

実施ずる主な業務

・環境放身t線モニタリング

・避谿^査及U畭染など

各1台

2台

2台

20

1式

1 "'

7台

・環境棚す線モニタリング

・避難艮域時検査及U蒋染など



別図2 1 1 もんじゅ原子力防災組織(もんじゅ現地対策本部の組織)

班

情報班

班長

本部長

原子力防災

管理者

(統括管理)

安全・品

質

保証

部長

総務班

48

班員

・各課員

施設

保安

課長

1.機構災害対策本部主の情報の発受信

2.現地災害対策本部における惰報の集約及ぴ周知

3.関係機関との間の受発信情報の整理・集約及び確認

4.原子力防災センターにおける活動の支援峯

警戒体制及ぴ原テカ防災休制

・各課員

対外対応班

主な任務

現地災害対策本部の設置

もんじゅ施設内への周知徹底

もんじゅ施設出入管理及び入所者の把握

もんじゅ施設内の警備

非要員の退避・誘導

負傷発生状況及ぴ退避状況の把握

原子力災害医療措置の実施

負傷者の地域医療機関への移送
各班対応状況の記録

査材の調達及ぴ運搬

食糧・被服・宿泊関係の手配

要員の動員・輸送手配

他の班に属さない事項

本部長スタップ

・副本部長(統括管理補佐)

(郎御甑)

計画

管理

課長

・所付及び部付

・その他原子力防災管理者

が指名した者

・各課員

消防班

放射線管理班

15

関係機関及び機災害対策本部への通報連絡
報道及び情報公聞対応

自治体及び監督官庁への状況説明及ぴ立入調整、
現場視察等の対応

原子炉等規制法、放射線障害防止法及び電気事業

法に定める報告書の作成

前項以外の法令と協定に定める報告の作成
疑応答用資料の作成

原子力防災センターにおける活動の支援寡

(もんじゅ内)

消防

隊長

4

(もんじゅ外)

・各課員

1.事故現場状況の把握、評価

2.事故拡大防止対策の検討 6

3.原子力防災センターにおける活動の支援峯

裟:警戒体制発令時は除く.

安全管

理課長

環境監

視Gr

,」,゛ー

・安全管理

課員

火災発生時の初期消火活動(ナトリウム火災含む。)

消防男の消防恬動への協力

1,事故発生区城及び関連する区城の線当量率、
表面密度及び空気中放射性物質度の測定

2.施設外へ放出している排気中・排水中放射性物質

濃度等の測定

3.もんじゅ施設内やもんじゅ施設周辺の空気線量率、
気象条件等の環境モニタリングの実施

4,管理区城入域者の把握

5.放射性物質等の汚染分布等の状況及び影響範囲の

把握

6.施設から外部放出された、又は放出される放射能量

の把握

フ,周辺監視区域外の一般公衆の線量当の推定
8.原子力防災センターにおける活動の支授縦

・環境監視

Gt員

運転班 施設

管理

課長

・施設管理

課員

補修班

1.事故の発生場所、被害の程度・範囲の把握

2.施設や設備の運転状況の把握

3.事故の原因と思われる事象、事故の推移、

取り0つある措の把握

4.負傷や被ばく等の状況の把握

5.漏えい箇所の封じ込めや運転制限等の拡大防止措
6.運転パラメータによる施設や設備の健全性等の

把握

フ.事故の原因調査や現場復旧に当た0ての2欧的被害

防止措の実施

廃止

措置

部長

技術班

・廃止措

置部各

課員

安全

菅理課

マネージーー

1.事故現場状況の把握

2.閉じ込め機能喪失や原子炉燃料破損等の施設の故障
が発生した場合、運転班と協力し、故障の程度及び

拡大性の分析の実施

・各課員

1
2

)
 
j

班
班
班
班
成
応

導
急
応
絡
作
班
対

班
班
班
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救
対
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班
書
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両
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材
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助
外
報
外
告
&
レ

車
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敦賀対策本部長

別図2 2

構成

2 敦賀対策本部の組織

警戒体制及び原子力防災体制

主な任務

・本部長に支障がある場合の職務の代理

・本部長の補佐、支援対応への進言

・本部長に支障がある場合の職務の代理

・本部長の補佐、支援対応への進言

・本部長代理欠務時の代役

・敦賀対策本部の支援情報全般の集約

・情報の集約及び連絡

・敦賀対策本部に関する時系列の整理

・報道支援、報道への災害情報提供
Q&A対応

災害情報の敦賀廃止措置実証本部内周知

支援要員対応 ・地元住民に関する事項

視察者等の調整支援 ・原子力防災センターへの要員派遣整理崇

食料や被服の調達 ・事業者支援連携本部への要員派遣調整※

災害情報の地域説明支援

・Q&A対応

・現地対策本部の現場復旧に必要な資機材の調達

・現地対策本部の緊急医療支援

本部長代理

本部長スタッフ

情報専任者

情報班

広報班

総務班

地域対応班

資材調達班

厚生医療班

※:警戒体制発令時は除く。



別図2-2-3 機構対策本部の組織

原子力防災体制

主な任務構成

・本部長に支障がある場合の職務の代理
機構対策本部長 本部長の補佐副本部長

支援方針に係る進言

本部長の補佐
本部付

支援方針に係る進言

情報の集約及び連絡
情報班

時系列の整理

報道対応支援

広報班 外部への情報提供

・Q&A対応

・情報の機構本部内周知
総務班

・支援要員派遣及び支援資機材運搬に係る対応

・支援方針に基づく被災事業所への支援対応

支援要員の調整

支援班 支援資機材等の確保及び管理

原子力災害医療支援

休憩所等の確保

・東京地区政府間機関への説明、情報提供

東京支援班 ・東京事務所内への情報の周知

・災害情報の報道支援

※警戒体制時は、発生した事象に応じ機構対策本部長がこの組織から必要要員をその都度指名する



別図2-2-4 各対策本部の非常招集連絡経路(1/2)(通常勤務時間内)

もんじゅ所長

(原子力防災管理者)

もんじゅ当直長(注)

もんじゅ時間内

連絡責任者

施設保安課長

所内放送等

敦賀廃止措置実証本部時問内連絡責任者

所内放送等

現地対策本部構成員

(注)事業所外運搬の場合は、以下のとおり読み替える。
・「当直長」→当該輸送業務を所管する課長

敦賀対策本部構成員

機構本部時間内連絡責任者

所内放送等

機構対策本部構成員



別図2-2-4 各対策本部の非常招集連絡経路(2/2)(通常勤務時問外)

もんじゅ所長

(原子力防災管理者)

もんじゅ当直長(注)

もんじゅ時問外

連絡責任者

緊急招集システム等

敦賀廃止措置実証本部時問外連絡責任者

緊急招集システム等

現地対策本部構成員

(注)事業所外運搬の場合は、以下のとおり読み替える。

・「当直長」→当該輸送業務を所管する課長

敦賀対策本部構成員

機構本部時間外連絡責任者

緊急招集システム等

機構対策本部構成員



別図2-2-5 警戒事象に基づく通報(連絡)経路

もんじゅ

福

連絡

原子力防災管理者

井

国(警戒事態の判断があった場合)

敦

県

賀

関係周辺都道府県

市

敦賀原子力

(原子力防災専門官、

関係周辺市町村

福井県警察本部

子

急

原子

規制事務所

原子力保安検査官)

関係
警

力

周辺

察

案

規制

規

都道
本

制

策

員会

その他関係機関

府県

部.

ーーーーー→、

防災業務計画等命令に係る通報先

通報

一
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Y

対
委

事
力

原
緊



別図2-2-6

・・・・ヲ

警戒体制及び原子力防災体制発令時の連絡経路

理事長

安全・核セキュリティ

統括部長

敦賀廃止措置実証本部長

非常招集
機構対策本部要員

原子力防災管理者

非常招集

原子力規制委員会

福井県

敦賀市

関係周辺市町村
関係周辺都道府県

その他関係機関

敦賀対策本部要員

非常招集 もんじゅ

現地対策本部要員

報
告

報
告

(
必
要
に
応
じ
て
)

報
告

連
絡



別図2-2-7 もんじゅ現地対策本部設置後の報告連絡経路

(警戒体制及び原子力防災体制発令後の報告連絡経路)

原子力規制委員会

福井県

敦賀市
関係周辺都道府県

関係周辺市町村

その他関係機関

連
絡



別図2-2-8 原子力防災体制発令時等の通報倖E告)経路

もんじゅ原子力防災管理者(もんじゅ現地対策本部長)

福井県知事

敦賀市長

関係周辺都道府県知事

関係周辺市町村

福井県警察本部

賀原子力規制

原子力防災

原子力保安検

上席放射線防災

係周辺

察

子

急

原子

都道
本

その他関係機関

務所

門官)

官)

門官)

府県
部

経済産業省中部経済産業局

電力・ガス事業北陸支局
務総

力

内閣府

案

規制

規

内 閣

(内閣官房副長官補(事態対処・危機管理担当)

(内閣総理大臣)

制

策

員会

内閣官房(内閣情報集約センター)

「ーーーーー「

内閣府政策統括官(原子力防災担当)

参事官(総括担当)

・:原・:子:・カ:・訪:・:災・:七÷ン:・:タ:・:ー÷・
'.現地事故対策連絡会議又'ぱ原子力.災害

:・合向卦築協議会・:総括珠:寸ラ:戈+:チ:ー:ム)・:

ーー^

・・・・・・・・・・・・・D・・

:原災法第10条第1項(又は原災法

第25条第2項)に基づく通報先

設置されている場合に連絡

:電話

: FAX

:・:÷禧井県災害対策本部等÷:・:・:

:・:敦賀市災害対策*部無・:・:÷

÷:÷実浜町災害対策本部等÷:÷

父関係周辺都道府県災害戒本部等:,:
:・:÷父÷:・:÷

・閲:・孫:・省:・庁:・事:・哉:・連:・絡:・会:・議:・
'Rは.原子力災'害対策本部'(内閣'府内)'.

.・.・.・.・.・関^辺市岡村●本部.'.'.'.、,'.
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別図2-2-9 事業所外運搬における原子力防災体制発令時等の通報(報告)経路

事業所外運搬責任者
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別図2 3

、、

10 もんじゅ敷地境界付近の放射線測定設備
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別図2-5

^

13 もんじゅ施設内の緊急処置施設等
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別図3-2-15 公表内容の連絡経路

もんじゅ現地対策本部(情報班)

事故の内容

プラント状態

放射性物質の放出状況

負傷者の有無他

敦賀対策本部(広報班)

・公表内容とりまとめ

・発表の実施

プレス発表
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作
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様式1-5-1 原子力事業者防災業務計画作成(修正)届出書

原子力事業者防災業務計画作成(修正)届出書

内閣総理大臣、原子力規制委員会

別添のと羚り原子力事業者防災業務計画を作成(修正)、

対策特別措置法第 7条第 3項の規定に基づき届け出ます。

殿

原子力事業所の名称及び場所

当該事業所に係る核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律に基づき

受けた指定、許可又は承認の種別とその年

月日

の公表の方法

届出者

住所

印氏名

(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)

電話(担当者 所属

年

原子力事業者防災業務計画作成(修正)年月日

月

協議した都道府県知事及び市町村長

日

予定される要

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

2 協議が調うてない場合には、「協議した都道府県知事及び市町村長」の欄にその旨を記載
するものとする。

3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名
は必ず本人が自署するものとする。

したので、原子力災.害

旨



原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長

様式2-1-2 原子力防災要員現況届出書

原子力防災要員現況届出書

届出者

住所

印氏名

(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)

(担当者 電話所属

原子力防災組織の原子力防災要員の現況にういて、原子力災害対策特別措置法第

8条第 4項の規定に基づき届け出ます。

原子力事業所の名称及び場所

業 務 種 防災要員の職制 その他の防災要員別の

情報の整理、関係者との連絡調整

原子力災害合同対策協議会における情報の交換等

広 報

放射線量の測定その他の状況の把握

原子力災害の発生又は拡大の防止

施設設備の整備点検、応急の復旧

放射性物質による汚染の除去

医療に関する措置

原子力災害に関する資機材の調達及び輸送

原子力事業所内の 備等

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署

名は必ず本人が自署するものとする。

殿

月年

名
名
名
名
名
名
名
名
名
名



様式2-1-3 原子力防災管理者(副原子力防災管理者)選任・解任届出書

原子力防災管理者(副原子力防災管理者)選任・解任届出書

年月日

原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長

届出者

住所

印氏名

(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)

電話所属(担当者

原子力防災管理者(副原子力防災管理者)を選任・解任したので、原子力災害
対策特別措置法第9条第5項の規定に基づき届け出ます。

原子力事業所の名称

及び場所

選区

殿

正

氏

選任・解任年月日

名

職務上の地位

選任・解任年月日

氏

職務上の地位

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A 4 とする。

2 複数の副原子力防災管理者を選任した場合にあっては、必要に応じて欄
を追加するものとする。

3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場
合において、署名は必ず本人自署するものとする。

Ⅱ岳

分
名



内閣総理大臣、原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長

様式2 3-4 放射線測定設備現況届出書

放射線測定設備現況届出書

(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)

(担当者 所属 電話

放射線測定設備の現況にういて、原子力災害対策特別措置法第11条第3項の

規定に基づき届け出ます。

原子力事業所の名称及ぴ場所

原子力事業所内の放射線測定

設備

原子力事業所外の放射線測定

設備

設置数

設置場所

設置者

設置場所

検出され

る数値の

把握方法

この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

「原子力事業所外の放射線測定設備」の欄は、通報事象等規則第8条第1項ただし書の

規定により代えることとした放射線測定設備を記載するものとする。
氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署

名は必ず本人が自署するものとする。

届出者

住所

氏名

年

殿

備考1
2

月

3

印



内閣総理大臣、原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長殿

届出者

住所

印氏名

(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)

電話(担当者 所属

原子力防災資機材の現況について、原子力災害対策特別措置法第 11条第
の規定に基づき届け出ます。

原子力事業所の名称及び場所

汚染防護服
放射線障害防護用器

呼吸用ボンべ付一体型防護マスク
具

フィルター付き防護マスク

緊急時電話回線

非常用通信機器 ファクシミリ

携帯電話等

排気筒モニタリング設備排気筒モニタ

その他の固定式測定器排水モニタ
ガンマ線測定用サーベイメータ

中性子線測定用サーベイメータ

空間放射線積算線量計

表面汚染密度測定用サーベイメータ

可搬式ダスト測定関連機サンプラ計測器等

器 測定器

可搬式の放射性ヨウ素測サンプラ
定関連機器 測定器

個人j司外部被ばく線量測劇幾器

エリアモニタリング設備

モニタリングカー

様式2 3 5

原子力防災資機材現況届出書

原子力防災資機材現況届出書

.'、
口

.'ー
口

'A
口

年 月

その他 "A
口

錠ヨウ素剤

担架
".
口

式除染用具その他資機材
".

被ばく者の輸送のために使用可能な車両 「コ

式屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署
名は必ず本人が自署するものとする。

3 「排気筒モニタリング設備その他の固定式測定器」の後の空欄には、設備の種類を記載
すること。

"A
口

3項

組

個

個

回線
.'、
口

.'、
口

,'、
口

゛'ー
口

'A
口

,ι、
口

個
,'、
口

.'▲
口

,ι、
口



原子力規制委員会殿

様式2-フ-6 防災訓練実施結果報告様式

防災訓練実施結果報告書

防災訓練の実施結果について、原子力災害対策特別措置法第13条の2第1項の規
定に基づき報告します。

原子力事業所の名称及び

場所

防災訓練実施年月日

報告者

住所

印氏名

(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)

(担当者 電話所属

防災訓練のために想定した

原子力災害の概要

防災訓練の項目

年

防災訓練の内容

月

防災訓練の結果の概要

今後の原子力災害対策に
向けた改善点

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合

において、署名は必ず本人が自署するものとする。



原子力規制委員会殿

様式3-1-7 戒事態該当事象発生連絡様式

警戒事態該当事象の発生について、原子力災害対策指針に基づき連絡します。

原子力事業所の名称

及び場所

警戒事態該当事象の

発生箇所

警戒事態該当事象の

発生時刻

警戒事態該当事象連絡

警戒事態該当事象発生連絡

警戒事態該当事

象の種類

他4時間表示)

口A口6 全交流電源喪失のおそれ(旧基準炉)

口肌29 停止中の原子炉冷却機能の喪失のおそれ

口AL30 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ

口肌51 原子炉制御室他の機能喪失のおそれ

口AL52 所内外通信連絡機能の一部喪失

口肌53 重要区域での火災・溢水による安全機能の一部喪失の翁それ

オンサイト総括による警戒本部設置の判断ロー

原子力規制委員会委員長又は委員長代行者による警戒本部設置のロー

判断

故障、誤操作、漏えい、火災、爆発、地震、調杏中、その他(

連絡者名

連絡先

想定される原因

(第
午月

検出された放射

線量の状況、検出

された放射性物

質の状況又は主

な施設・設備の状

態等

報)
日

原子炉の状態

低温停止

その他警戒事態該当

事象の把握に参考と

なる情報

備考この用紙の大きさは、

排気筒モニタの指示値

確認中、変化なし、変化あり(

モニタリングボストの指示値

確認中、変化なし、変化あり

燃料交換

日本工業規格A4とする。

C

(最大値

発
生
し
た
警
戒
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態
該
当
事
象
の
概
要



原子力規制委員会殿

警戒事態該当事象
発生後の経過連絡

様式3-1-8 警戒事態該当事象発生後の経過連絡様式

原子力災害対策指針に基づき、警戒事態該当事象発生後の経過を以下のとおり連絡しま
す。

原子力事業所の名称

及び場所

警戒事態該当事象の

発生箇所(注1)

戒事態該当事象の
(24時間表示)

発生時刻(注1)

戒事態該当事象の

種類(注1)

警戒事態該当事象発生後の経過連絡

備考この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
(注1)最初に発生した戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する
(注2)設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容1

ついて発生時刻順に記載する。
(注3)緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

発生事象と対応の概

要(注2)

連絡者名

連絡先

(対応日時、対応の概要)

(第
年月

幸勵
日

その他の事項の対応

(注3)



内閣総理大臣、原子力規制委員会、

第10条通報

様式3

特定事象の発生について、原子力災害対策特別措置法第10条第1項の規定に基づき通報します。

原子力事業所の名称及

び場所

特定事象の発生箇所

1 9 特定事象発生通報様式(原子炉施設)

特定事象発生通報(原子炉施設)

特定事象の発生時刻

都道府県知事、市町村長殿
通報者名

(24時間表示)

子力災害対策特別措置法第10条第1項に基づく基

*口SE01 敷地境界付近の放射線の上昇

連絡先

*口江02 通常放出経路での気体放射性物質の放出

*口託船通常放出経路での液体放射性物質の放出

*口訟叫火災爆発等による管理区域外での放射線の*口GE04

放出

特定事象の種類

(第

*口SE帖火災爆発等による菅理区域外での放射性物*口GE05

質の放出

幸脚
年月

*口SE06 施設内(原子炉外)臨界事故のおそれ

口SE26 全交流電源の5分以上喪失(旧基準炉)

子力災害対策特別措置法第15条第1項に基dく基

*口GE01 敷地境界付近の放射線量の上昇

口SE27 直流電源の部分喪失

日

*口託29 停止中の原子炉冷却機能の喪失

*口G印2・SE02 通常放出経路での気体放射性物質の放出

*口託30 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失

想定される原因

検出された放射
線量の状況、検

出された放射性

物質の状況又は

主な施設・設備

の状態等

その他特定事象の把握
に参考となる情報

備考この用紙の大きさは、

*口G印3・SE鳴通常放出経路での液体放射性物質の放出

*口SE51原子炉制御室の一部の機能喪失・警報喪失*口GE51 原子炉制御室の機能喪失

口SE認所内外通信連絡機能の全て喪失

口江聡火災・溢水による安全機能の一部喪失

*口SE55 防謹措置の準備及び一部実施が必要な事象*口CE茄住民の避難を開始する必要がある事象発生

発生

(注記:*は電離放射線障書防止規則第7条の2第2項に該当する事象を示す)

故障、誤操作、漏えい、火災、爆発、地震、調査中、その他(

原子炉の状態

低温停止燃料交換

排気筒モニタの指示値

Cpm)確認中、変化なし、変化あり( Cpm→

モニタリングポストの指示値

確認中、変化なし、変化あり(最大値 れGy/h→

火災爆発等による管理区域外での放射線の異常放

出

*口GE06 施設内(原子炉外)での匪界事故

火災爆発等による管理区域外での放射性物質の異

常放出

*口GE26 全交流電源の30分以上喪失(旧基準炉)

*口GE27 全直流電源の5分以上喪失

*口GE四停止中の原子炉冷却機能の完全喪失

*口GE30 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出

日本工業規格A4とする

発
生
し
た
特
定
事
象
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概
要



内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、都道府県知事、市町村長殿
通報者名

様式3-1-10 特定事象発生通報様式(事業所外運搬)

第10条通報

事業所外運搬に係る特定事象の発生について、原子力災害対策特別措置法第10条第1項の規定に基づ

き通報します。

原子力事業所の名称

及び場所

特定事象発生通報(事業所外運搬)

特定事象の発生箇所

口第10条事象発生

口第15条事象発生

特定事象の発生時刻(24時問表示)

子力災害対策特別措置法第10条第1項に基づく基

*口XSE61 事業所外運搬での放射線量率の上昇

*口XSE62 事業所外運搬での放射性物質漏えい

特定事象の種類、子力災害対策特別措置法第15条第1項に基づく基

*口XGE61 事業所外運搬での放射線量率の異常上昇

*口XGE62 事業所外運搬での放射性物質の異常漏えい

連絡先

想定される原因

(第
年

検出された放射

線量の状況、検

出された放射性

物質の状況又は

主な施設・設備

の状態等

月

(注記:*は電陸放射線障害防止規則第7条の2第2項に該当する事象を示す)

報)
日

その他特定事象の把

握に参考となる情報

備考この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
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た
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要



様式3,-1-11 (1/2)応急措置の概要連絡様式(原子炉施設)

内閣総理大臣、原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長殿
報告者名

第25条報告 連絡先

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下のとおり報告します。

原子力事業所の名称

及び場所

特定事象の発生箇所

(注 1)

特定事象の発生時刻
(24時問表示)

(注 1)

特定事象の種類

(注 1)

応急措置の概要(原子炉施設)

発生事象と対応の概

要(注2)

(対応日時、対応の概要)

(第
年月

報)
日

その他の事項の対応

(注 3 )

※添付の有・無

備考この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
(注1)最初に発生した特定事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。
(注2)設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発

生時刻順に記載する。
(注3)緊急時対策本部の設置状況、被ぱく患者発生状況等について記載する。



1.プラントの状況

原子炉出力(中性子束)

原子炉液位

1次冷却材温度

2次冷却材温度

炉心損傷

格納容器最高使用圧力

2.放射性物質放出見通し

放出開始予測時刻

特記事項

3.放射性物質放出状況(放出有りの場合に記載)

月日時分頃放出開始時刻

月日時分頃放出停止時刻

放出実績評価 評価時点での放出率

希ガス

ヨウ素

その他(核種

様式3 1 11 (2/2)応急措置の概要連絡様式(原子炉施設)

応急措置の概要(原子炉施設)
(確認時刻 月 日

有%外部電源受電 .

非常用交流発電受電 有 無Inln

制御棒状態゜C

格納容器圧力゜C

有 無

未満・以上・ 2倍以上

(評価時刻 月日

時 分頃月 日

評価時刻までの放出量

分)

NO.2

nl

4.モニタ・気象情報

排気筒モニタ格納容器(主排気筒)

名称 NO.1 MS

日

添付

分)

CPS

Cpm

m/S

風向

大気安定度

(評価時刻 月

放出箇所

放出高さ(地上高)

モニタポスト

不要

時

kpa(gage)

気象情報

5

分)

その他

Bψh

Bq/h

Bψh

(確認時刻 月

CPS

補助建物Cpm

NO.4NO.3

nGy小

天候

風速

時

日 時

分)

時
無

B
 
B
 
B



様式3

内閣総理大臣、

第25条報告

1-12 (1/2)応急措置の概要連絡様式(事業所外運搬)

(第応急措置の概要(事業所外運搬)
年月

原子力規制委員会、国土交通大臣、都道府県知事、市町村長殿
報告者名

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下のとおり報告します。

原子力事業所の名称

及ぴ場所

特定事象の発生箇所

(注 1)

特定事象の発生時刻
(24時問表示)

(注 1)

特定事象の種類

(注 1)

※添付の有・無

発生事象と対応の概

要(注2)

(対応日時、対応の概要)

連絡先

報)

その他の事項の対応

(注 3 )

日

備考この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
(注1)最初に発生した特定事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。
(注2)設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順

に記載する。

(注3)緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。



様式3

1 輸送容器状況

1

事故発生時の

状況

12 (2/2)応急措置の概要連絡様式(事業所外運搬)

輸送物

出発地

輸送手段

火災の有無

現在の状況

応急措置の概要(輸送容器状況)
(確認時刻

使用容器

到着予定地

2.放射線量状況

距雛・場所

漏えいの有無

特記事項

μSV/h

有・可能性有・
兜モ.
ー、、、

有・可能性有・
毎.

3.放射性物質放出状況等

放出,漏えい
月

開始時刻

放出,漏えい

箇所

4.その他

時

分頃

"、、、

月

爆発の有無

日 時

(放出、

日

添付

分)

漏えい有りの場合に記載)(確認時刻

時分頃放出,漏えい
停止時刻

有・可能性有・

無・不明

(確認時刻 月 日 時 分)

月

月

日

分)日
時



毒考1 原子力災害対策特別措置法及び原子力災害対策指針に基づく標準酷Lプトリックス表

鳳災詰第15条露1項に関ナる安急事撃事象ω諏豊怯柴10兵姑1項に基6く特寔事象(SI)警戒事象ιAU

E肌略"臥1略寓臥1略奪 fAL、0EAL、0

0之

03

04

05

06

$印1 敷地境昇付近の放討糠量の上昇

5印乞 ●鳶赴出錢歸での無体畝射性物鬢の畝出

S印3 通肯畝出経略での液体触射性駒質の畝出

5印4
火災爆鼻等による讐理旺域外゛の畝射柱の
敏出

火賞婦巽弊による臂哩区域外での急射性物
質の故出

24

5印5

AL24

25

雪励6

AL25

26

筆詮内(鳳子炉外)陸界事故の打それ

眺01

全交流電源要失の凋モれ

AL2'

Gf02

地境昇け点の放射纏量の上昇

全交流電轟姦失のお千れⅡ旧茎蹟炉)

SE21劇

通脅畝出軽島寸の気体放射性勃質の故出

C史03

厘子炉冷却材潟えいによる非常用炉心冷却
獎置作動

29

通常数出軽路での埴体輩射性物質の故出

CEO'

SE胎喜捜号熱除主被能の裏失

30

火泉娼弗尊,こよる管理匡域外での数射線の
具常敗出

火豊婦舞尋による管理区羊外での触射性物
質の兵常赦出

C郡5

AL30

41

右モ帖

使用請燃料貯鳶楕の冷却樺龍要失のおそれ

Sε25

42

施設内{厚子炉外}゛の陣界亭故

'EH亜糠子炉停止の失故又け停止確認不能

全交流糎の30分以上喪央

AH2聾単・一陣盛の喪失又は喪失由可能性

S臣6

43

全交流江の5分以上隻失(旧基季炉)

Se7

Cal

直涜電謙の邪分喪失

62

C肌3翌全ての冷釦嘩能の輿失

AL52

Se9

子炉制御窒他の撞罪喪失の粘モれ

53 AL53

SE30

内外通信連轄棟能の一部喪失

止中の鳳于炉冷却櫟艶の真失

54

重要区域での火災,溢水にとる安全犠龍甕
失の一郁興失のおモれ

使用済燃料貯雇柵の冷卸撞詑婁失

S臼1'轄抽専嬰疉全性裏失の郭モれ

0能5 全交流電源の1結間以上喪失

2うの障壁の賣失又壮喪失の可能性IE42

住26

1鳳子炉規制書員会餐貞畏又は委員憂代理
ポ瞥戒本此の設置を判断した場合)

(所在市町村に■いて嚢塵6弱以上の地冥
が晃生Lた堤合)

1事案者からの連絡不要1

(福井偶津技予楓区において大津渡警報が
晃襄された岩合)
1事嚢岩からの連絡不要】

(原テカ規制庁より警戒本部股彊の連轄晝
壁けた翁合)

1事業者からの連絡不要1

全交詫電源の30分以上喪失(旧基準炉)

0耽7 全直詫電諌の5分以上喪失

C馳B臺炉心損嘗の検出

S臼1 啄子炉制御室の一部の撮競裏失・瞥報喪失

5E52

0鹿9

所内外通信連幣橡蛇●全ゼ喪失

停止中の耳子娼冷却搬佳の先全喪央

SE53

0臼0
使用請燃料貯薫槽の冷却樹能喪失・敏射級
赴出

ι揮'1憂特納専葬圧力の民常上昇

20の倖壁喪生及び10の障壁の喪央工吐
儷●2

賣氏の可能性

災・溢水による安全機能のー・剖喪失

事業所外運搬の特竃事ゑに保る廉チカ緊急
XSE63 事倭事象の発生

網掛けした項目け,電皐畝射髞障害訪止規則鷺7条の2鋪2壕鰭 1号の規走に基弓き厚生労働大臣が定める事象【嘉急時註ばく250昌&が適用される事象)を示,.
廃止持置段階において遁用外ι,る.

78

住民の避藁を醐飴十る必蔓SE55

1住62 事業所外運搬での敏射性物質の異儒尋えい

防躍楕竜の捕衛及び一部異雁が"要な事象
亮生

OE51 厚子炉制御杢の鳳能熹失・等報喪失

X庄61 事隻所外運搬での畝射隷量宰の具謝上昇工陣引 事隻所外運細での赴射携量串の上昇

叉艶62 事案所外運搬での叡射性物賞翼えい

Cε55

敞
射
線
・
数
射
性
物
質
敵
出

冷
や
す

閉
じ
込
め
る

そ
の
他
昏
威

事
巣
所
外
運
搬

〒




